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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＩＭＳＩマッピング・ノード（ＩＭＮ）が通信ネットワーク内でモバイル接続性を提供
する方法であって、
　副サービス・プロバイダにラッチされたユーザに関連する位置更新メッセージを受信す
るステップであって、前記ユーザは、前記ユーザのデフォルト・サービス・プロバイダに
よって提供される主Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ
　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ（ＩＭＳＩ）番号を用いるｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　ｉｄｅｎｔｉｔｙ
　ｍｏｄｕｌｅ（ＳＩＭ）を有し、前記位置更新メッセージは、前記ユーザの前記主ＩＭ
ＳＩ番号に基づき、副サービス・プロバイダのＶｉｓｉｔｉｎｇ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒ
ｅｇｉｓｔｅｒ（ＶＬＲ）のアドレス詳細を含む、受信するステップと、
　前記受信された位置更新メッセージおよび前記副サービス・プロバイダに関連する副Ｉ
ＭＳＩ番号に基づいて、ダミー位置更新メッセージを生成するステップであって、前記副
ＩＭＳＩ番号は、前記ユーザの前記主ＩＭＳＩ番号に対応し、前記ダミー位置更新メッセ
ージは、ＩＭＳＩマッピング・ノード（ＩＭＮ）のアドレス詳細に置換された前記副サー
ビス・プロバイダのＶｉｓｉｔｉｎｇ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｇｉｓｔｅｒ（ＶＬＲ）
のアドレス詳細を含む、生成するステップと、
　前記主ＩＭＳＩ番号に基づいて前記副サービス・プロバイダによってユーザ通信サービ
スを提供するために前記副ＩＭＳＩ番号に関連する前記副サービス・プロバイダにダミー
位置更新メッセージを送信するステップと
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　を含む方法。
【請求項２】
　前記ユーザが、デフォルト・サービス・プロバイダ、および前記副サービス・プロバイ
ダに関連するｓｅｒｖｉｃｅ　ｌｅｖｅｌ　ａｇｒｅｅｍｅｎｔ（ＳＬＡ）パラメータに
基づいて副ＩＭＳＩ番号および関連する副Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ　Ｉｎｔｅｒｎ
ａｔｉｏｎａｌ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｄｉｒｅｃｔｏｒｙ　Ｎｕｍｂｅｒ（ＭＳＩＳ
ＤＮ）を割り振られる、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　送信する前記ステップは、
　ダミー位置更新メッセージを副サービス・プロバイダの副ｈｏｍｅ　ｌｏｃａｔｉｏｎ
　ｒｅｇｉｓｔｅｒ（Ｓ－ＨＬＲ）（１０８－２）に供給するステップと、
　受信された位置更新メッセージを前記デフォルト・サービス・プロバイダのＤ－ＨＬＲ
（１０８－１）に転送するステップと
　を含む、請求項１乃至２のいずれか１項に記載の方法。
【請求項４】
　前記ダミー位置更新メッセージに基づいてＳ－ＨＬＲ（１０８－２）から応答メッセー
ジを受信するステップであって、前記応答メッセージは、前記副ＩＭＳＩ番号に基づく、
ステップと、
　前記ＶＬＲに前記応答メッセージを送信するステップであって、前記応答メッセージは
、前記副ＩＭＳＩ番号および前記副ＭＳＩＳＤＮに基づいて前記ユーザに関連する副プロ
ファイルの詳細を提供し、前記副プロファイルは、前記ユーザの前記副ＭＳＩＳＤＮを前
記ＶＲＬ内の前記主ＩＭＳＩ番号に関連付ける、ステップと
　をさらに含む、請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記方法は、
　送信した位置更新メッセージに基づいて前記ユーザの前記デフォルト・サービス・プロ
バイダからｉｎｓｅｒｔ　ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　ｄａｔａ（ＩＳＤ）メッセージを受信
するステップであって、前記ＩＳＤメッセージは、前記主ＭＳＩＳＤＮおよび前記主ＩＭ
ＳＩ番号に関連する前記ユーザの主プロファイルの詳細を含む、ステップと、
　前記ＩＳＤメッセージの受信時に、前記デフォルト・サービス・プロバイダに応答を送
信するステップと
　をさらに含む、請求項１乃至４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項６】
　ＩＭＳＩマッピング・ノード（ＩＭＮ）（１１２）であって、
　プロセッサ（２０２－１）と、
　プロセッサ（２０２－１）に結合されたメモリ（２０４－１）であって、
　　副サービス・プロバイダにラッチされたユーザに関連する位置更新メッセージを受信
するように構成された要求処理モジュール（２０６－１）であって、前記ユーザは、前記
ユーザのデフォルト・サービス・プロバイダによって提供される主ＩＭＳＩ番号を有する
ＳＩＭを有し、前記位置更新メッセージは、前記ユーザの前記主ＩＭＳＩ番号に基づき、
前記副サービス・プロバイダのＶｉｓｉｔｉｎｇ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｇｉｓｔｅｒ
（ＶＬＲ）のアドレス詳細を含む、要求処理モジュール（２０６－１）と、
　　　前記位置更新メッセージおよび前記副サービス・プロバイダに関連する副ＩＭＳＩ
番号に基づいてダミー位置更新メッセージを生成し、前記副ＩＭＳＩ番号は、前記ユーザ
の主ＩＭＳＩ番号に対応し、
　　　前記ユーザが前記主ＩＭＳＩに基づいて前記副サービス・プロバイダによって通信
サービスを提供されるように前記副ＩＭＳＩ番号に関連する副サービス・プロバイダのＳ
－ＨＬＲ（１０８－２）に前記ダミー位置更新メッセージを送信する
　　ように構成された構成モジュール（２０８）と
　を含む、メモリ（２０４ー１）と
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　を含むＩＭＮ（１１２）。
【請求項７】
　前記構成モジュール（２０８）は、さらに、前記デフォルト・サービス・プロバイダの
Ｄ－ＨＬＲ（１０８－１）に前記位置更新メッセージを送信するように構成される、
　請求項６に記載のＩＭＮ（１１２）。
【請求項８】
　要求処理モジュール（２０６－１）は、
　　ダミー位置更新メッセージに基づいてＳ－ＨＬＲ（１０８－２）から応答メッセージ
を受信するステップであって、前記応答メッセージは、前記副ＩＭＳＩ番号に基づく、受
信するステップと、
　　前記ユーザがラッチされている前記副サービス・プロバイダのＶＬＲに前記応答メッ
セージを送信するステップであって、前記応答メッセージは、前記副ＩＭＳＩ番号および
前記副ＭＳＩＳＤＮに基づいて前記ユーザに関連する副プロファイルの詳細を提供し、前
記副プロファイルは、前記ユーザの前記副ＭＳＩＳＤＮを前記ＶＬＲ内の前記主ＩＭＳＩ
番号に関連付ける、送信するステップと
　を行うようにさらに構成される、請求項６または７に記載のＩＭＮ（１１２）。
【請求項９】
　前記構成モジュール（２０８）は、前記副ＩＭＳＩ番号および前記副ＭＳＩＳＤＮを、
前記ユーザに関連する主ＭＳＩＳＤＮおよび主ＩＭＳＩ番号にマッピングするように構成
される、請求項８記載のＩＭＮ（１１２）。
【請求項１０】
　副サービス・プロバイダにラッチされたユーザに関連する位置更新メッセージを受信す
るステップであって、前記ユーザは、前記ユーザのデフォルト・サービス・プロバイダに
よって提供される主ＩＭＳＩ番号を用いるＳＩＭを有し、前記位置更新メッセージは、前
記ユーザの前記主ＩＭＳＩ番号に基づき、副サービス・プロバイダのＶｉｓｉｔｉｎｇ　
Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｇｉｓｔｅｒ（ＶＬＲ）のアドレス詳細を含む、受信するステッ
プと、
　前記受信された位置更新メッセージおよび前記副サービス・プロバイダに関連する副Ｉ
ＭＳＩ番号に基づいて、ダミー位置更新メッセージを生成するステップであって、前記副
ＩＭＳＩ番号は、前記ユーザの前記主ＩＭＳＩ番号に対応する、生成するステップと、
　前記ユーザが前記主ＩＭＳＩに基づいて前記副サービス・プロバイダによって通信サー
ビスを提供されるように、前記副ＩＭＳＩ番号に関連する前記副サービス・プロバイダに
前記ダミー位置更新メッセージを送信するステップと
　を含む方法をコンピュータに実行させるためのプログラムを記録するコンピュータ可読
媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本主題は、通信ネットワークに関し、排他的ではなく具体的には、通信ネットワーク内
のモバイル接続性に関する。
【背景技術】
【０００２】
　セルラ電話機、スマート・フォン、携帯情報端末（ＰＤＡ）、ポータブル・コンピュー
タ、およびデスクトップ・コンピュータなどの通信デバイスは、さまざまなモバイル通信
サービスおよびコンピュータ・ネットワーキング能力をユーザに与える。これらの通信サ
ービスは、サービス・プロバイダとユーザとの間でデータを交換することを可能にする。
モバイル無線ネットワーク・オペレータは、現在、モバイル通信用のＧＳＭ標準規格を使
用する、流行しているモバイル無線システム上だけではなく、新しいおよび進化したＵｎ
ｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｓｅｒｖｉｃ
ｅ（ＵＭＴＳ）標準規格を使用するネットワーク上でも活動する。そのような標準規格お
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よびデータ交換をサポートするインフラストラクチャに基づいて、サービス・プロバイダ
は、ユーザに接続性を提供する。さらに、ユーザは、さまざまなパラメータに基づいて、
サービス・プロバイダまたはオペレータによって提供される通信サービスについて課金さ
れる。そのようなパラメータの例は、呼を開始するユーザすなわち発呼当事者の位置、呼
が向けられるユーザすなわち被呼当事者の位置、発呼当事者に関連する接続のタイプすな
わち前払い接続または後払い接続、およびユーザによって要求されたサービスのタイプと
することができる。
【０００３】
　通常、ユーザは、事前に定義された地理的カバレージ・エリアまたは円（ユーザのホー
ム・ネットワークとも称する）内でサービス・プロバイダによって提供される通信サービ
スに加入する。通信サービスに関するユーザの加入は、ユーザのデフォルト・サービス・
プロバイダである固定されたサービス・オペレータに関する。一般に、ユーザは、通信サ
ービスのためにデフォルト・サービス・プロバイダに接続する。しかし、ユーザがホーム
・ネットワークの外部にいる時すなわちユーザが「ローミング」している時など、ある種
の状況では、ユーザは、デフォルト・サービス・プロバイダ以外のサービス・プロバイダ
に接続する可能性がある。さらに、ある種の状況では、ローミングが、国際ローミングで
ある場合もあり、この場合に、ユーザは、国境を通って旅行し、デフォルト・サービス・
プロバイダ以外のサービス・プロバイダを介して通信サービスを利用する可能性がある。
一般に、通信サービスが、デフォルト・サービス・プロバイダを介して要求される場合に
、ユーザは、通常の料金算定方式に従って課金される。しかし、ユーザが、ローミングし
ており、デフォルト・サービス・プロバイダ以外のサービス・プロバイダに接続されてい
る時には、サービスを提供するレートの増分が、通常の料金算定方式に加えて課金される
。
【０００４】
　さらに、無線接続性を提供するために、デフォルト・サービス・プロバイダは、Ｓｕｂ
ｓｃｒｉｂｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ　Ｍｏｄｕｌｅ（ＳＩＭ）をユーザに発行する。ユー
ザは、モバイル機器（Ｍｏｂｉｌｅ　Ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ、ＭＥ）と一緒にＳＩＭを利用
して、サービス・プロバイダを介して通信ネットワークに接続する。ＳＩＭは、デフォル
ト・サービス・プロバイダによってユーザに割り振られる、一意のＩｎｔｅｒｎａｔｉｏ
ｎａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ（ＩＭＳＩ）番号およ
び一意のＭｏｂｉｌｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｓｕｂｓｃｒｉ
ｂｅｒ　Ｄｉｒｅｃｔｏｒｙ　Ｎｕｍｂｅｒ（ＭＳＩＳＤＮ）に基づいて、ユーザがサー
ビス・プロバイダと接続することを認可する。したがって、ＭＳＩＳＤＮおよびＩＭＳＩ
番号に基づいて、サービス・プロバイダは、ネイティブ・ユーザすなわち、そのサービス
・プロバイダがデフォルト・サービス・プロバイダであるユーザである、またはローミン
グしているある別のサービス・プロバイダに属するユーザすなわち非ネイティブ・ユーザ
であるものとしてユーザを識別する。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　この「課題を解決するための手段」は、通信ネットワークでのモバイル接続性に関する
概念を導入するために提供されるものである。この「課題を解決するための手段」は、請
求される主題の本質的特徴を識別することを意図されたものではなく、請求される主題の
範囲を判定しまたは限定する際の使用を意図されたものでもない。
【０００６】
　一実施態様では、通信ネットワーク内でモバイル接続性を提供する方法が説明される。
この方法は、副サービス・プロバイダにラッチされたユーザに関連する位置更新メッセー
ジを受信するステップであって、ユーザは、ユーザのデフォルト・サービス・プロバイダ
によって提供される主Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅ
ｒ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ（ＩＭＳＩ）番号を用いるｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　ｉｄｅｎｔｉｔ
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ｙ　ｍｏｄｕｌｅ（ＳＩＭ）を有し、位置更新メッセージは、ユーザの主ＩＭＳＩ番号に
基づく、受信するステップを含むことができる。この方法は、受信された位置更新メッセ
ージおよび副サービス・プロバイダに関連する副ＩＭＳＩ番号に基づいて、ダミー位置更
新メッセージを生成するステップであって、副ＩＭＳＩ番号は、ユーザの主ＩＭＳＩ番号
に対応する、生成するステップをさらに含むことができる。さらに、この方法は、ユーザ
が主ＩＭＳＩ番号に基づいて副サービス・プロバイダによって通信サービスを提供される
ように、副ＩＭＳＩ番号に関連する副サービス・プロバイダにダミー位置更新メッセージ
を送信するステップを含むことができる。
【０００７】
　もう１つの態様では、ユーザから国際ローミング（ＩＲ）の要求を受信するステップで
あって、要求は、少なくともローミング国および副サービス・プロバイダを含む、ステッ
プを含む方法が説明される。この方法は、副サービス・プロバイダとデフォルト・サービ
ス・プロバイダとの間で共有されるＭｏｂｉｌｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉ
ｏｎａｌ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｄｉｒｅｃｔｏｒｙ　Ｎｕｍｂｅｒ（ＭＳＩＳＤＮ）
およびＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｉｄｅｎｔ
ｉｔｙ（ＩＭＳＩ）番号のプールから副サービス・プロバイダによってユーザに副ＭＳＩ
ＳＤＮおよび副ＩＭＳＩ番号を割り振るステップをも含み、割振りは、ユーザがＩＲ時に
副ＭＳＩＳＤＮを利用することを可能にする。
【０００８】
　さらにもう１つの実施態様では、方法は、ユーザに関連する位置更新メッセージを受信
するステップであって、位置更新メッセージは、主Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｍｏｂ
ｉｌｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ（ＩＭＳＩ）番号に基づく、受信する
ステップを含むことができる。この方法は、ユーザに対応するＳｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｉ
ｄｅｎｔｉｔｙ　Ｍｏｄｕｌｅ（ＳＩＭ）の主ＩＭＳＩ番号に基づいて、国際ローミング
（ＩＲ）するユーザを識別するステップを含むこともでき、ＳＩＭは、ユーザのデフォル
ト・サービス・プロバイダによって提供される。さらに、この方法は、ユーザ位置詳細を
ＩＭＳＩマッピング・ノード（ＩＭＮ）に提供するために、識別に基づいてＩＭＮに位置
更新メッセージを送信するステップを含む。
【０００９】
　もう１つの実施態様では、ＩＭＳＩマッピング・ノード（ＩＭＮ）が説明される。ＩＭ
Ｎは、プロセッサとメモリとを含むことができ、メモリは、プロセッサに結合される。メ
モリは、副サービス・プロバイダにラッチされたユーザに関連する位置更新メッセージを
受信するように構成された要求処理モジュールであって、ユーザは、ユーザのデフォルト
・サービス・プロバイダによって提供される主ＩＭＳＩ番号を有するＳＩＭを有し、位置
更新メッセージは、ユーザの主ＩＭＳＩ番号に基づく、要求処理モジュールを含むことが
できる。さらに、メモリは、位置更新メッセージおよび副サービス・プロバイダに関連す
る副ＩＭＳＩ番号に基づいてダミー位置更新メッセージを生成し、副ＩＭＳＩ番号は、ユ
ーザの主ＩＭＳＩ番号に対応し、ユーザが主ＩＭＳＩに基づいて副サービス・プロバイダ
によって通信サービスを提供されるように副ＩＭＳＩ番号に関連する副サービス・プロバ
イダのＳ－ＨＬＲにダミー位置更新メッセージを送信するように構成された構成モジュー
ルをも含むことができる。構成モジュールは、さらに、ダミー位置更新メッセージを生成
するためにデフォルト・サービス・プロバイダと副サービス・プロバイダとの間の合意を
認証するように構成され得る。
【００１０】
　一実施態様では、モバイル接続性を提供するネットワーク・エンティティが説明される
。ネットワーク・エンティティは、プロセッサと、プロセッサに結合されたメモリとを含
むことができる。メモリは、ユーザから国際ローミング（ＩＲ）の要求を受信するように
構成された要求処理モジュールを含むことができ、要求は、少なくともローミング国およ
び副サービス・プロバイダを含む。メモリは、さらに、副サービス・プロバイダとデフォ
ルト・サービス・プロバイダとの間で共有されるＭＳＩＳＤＮおよびＩＭＳＩ番号のプー
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ルから副サービス・プロバイダによってユーザに副ＭＳＩＳＤＮおよび副ＩＭＳＩ番号を
割り振るように構成された割振りモジュールを含むことができ、割振りは、ユーザがＩＲ
時に副ＭＳＩＳＤＮを利用することを可能にする。
【００１１】
　もう１つの実施態様では、方法を実行するコンピュータ可読プログラム・コードをその
上で実施されたコンピュータ可読媒体が説明される。この方法は、副サービス・プロバイ
ダにラッチされたユーザに関連する位置更新メッセージを受信するステップであって、ユ
ーザは、ユーザのデフォルト・サービス・プロバイダによって提供される主ＩＭＳＩ番号
を用いるＳＩＭを有し、位置更新メッセージは、ユーザの主ＩＭＳＩ番号に基づく、受信
するステップを含むことができる。この方法は、受信された位置更新メッセージおよび副
サービス・プロバイダに関連する副ＩＭＳＩ番号に基づいて、ダミー位置更新メッセージ
を生成するステップであって、副ＩＭＳＩ番号は、ユーザの主ＩＭＳＩ番号に対応する、
生成するステップをさらに含むことができる。さらに、この方法は、ユーザが主ＩＭＳＩ
に基づいて副サービス・プロバイダによって通信サービスを提供されるように、副ＩＭＳ
Ｉ番号に関連する副サービス・プロバイダにダミー位置更新メッセージを送信するステッ
プを含むことができる。
【００１２】
　一実施態様では、方法を実行するコンピュータ可読プログラム・コードをその上で実施
されたもう１つのコンピュータ可読媒体が説明される。この方法は、ユーザから国際ロー
ミング（ＩＲ）の要求を受信するステップであって、要求は、少なくともローミング国お
よび副サービス・プロバイダを含む、ステップを含むことができる。この方法は、さらに
、副サービス・プロバイダとデフォルト・サービス・プロバイダとの間で共有されるＭＳ
ＩＳＤＮおよびＩＭＳＩ番号のプールから副サービス・プロバイダによってユーザに副Ｍ
ＳＩＳＤＮおよび副ＩＭＳＩ番号を割り振るステップを含むことができ、割振りは、ユー
ザがＩＲ時に副ＭＳＩＳＤＮを利用することを可能にする。
【００１３】
　詳細な説明は、添付図面を参照して説明される。図面では、符号の左端の数字（１つま
たは複数）が、その符号が初めて現れる図面を識別する。同一の符号が、同様の特徴およ
び構成要素を参照するのに、図面全体を通じて使用される。本主題の実施形態によるシス
テムおよび／または方法のいくつかの実施形態を、これから、例としてのみ、添付図面を
参照して説明する。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本主題の実施形態による、例示的な通信ネットワーク環境を示す図である。
【図２】本主題の実施形態による、通信ネットワーク内でモバイル接続性を提供するネッ
トワーク・エンティティを概略的に示す図である。
【図３（ａ）】本主題の実施形態による、通信ネットワーク内でモバイル接続性を提供す
る手順を示すコール・フロー図である。
【図３（ｂ）】本主題の実施形態による、通信ネットワーク内でモバイル接続性を提供す
る手順を示すコール・フロー図である。
【図３（ｃ）】本主題の実施形態による、通信ネットワーク内でモバイル接続性を提供す
る手順を示すコール・フロー図である。
【図４（ａ）】本主題の実施形態による、モバイル接続性を提供する方法を示す図である
。
【図４（ｂ）】本主題の実施形態による、モバイル接続性を提供する方法を示す図である
。
【図４（ｃ）】本主題の実施形態による、モバイル接続性を提供する方法を示す図である
。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
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　本明細書のすべてのブロック図が、本主題の原理を実施する例示的なシステムの概念図
を表すことが、当業者によって了解されるに違いない。同様に、すべてのフロー・チャー
ト、流れ図、状態遷移図、擬似コード、および類似物は、コンピュータ可読媒体内で実質
的に表すことができ、したがって、コンピュータまたはプロセッサが明示的に図示される
か否かに関わりなく、そのようなコンピュータまたはプロセッサによって実行され得るさ
まざまなプロセスを表すことを了解されたい。
【００１６】
　本主題の実施態様によれば、動的に、ローミングしている間にユーザにモバイル接続性
を提供するシステムおよび方法が説明される。一実施態様では、そのデフォルト・サービ
ス・プロバイダに関連する加入したユーザに、デフォルト・サービス・プロバイダによっ
て既に提供されたＳｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ　Ｍｏｄｕｌｅ（ＳＩＭ）に
関して１つまたは複数の追加のＭｏｂｉｌｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎ
ａｌ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｄｉｒｅｃｔｏｒｙ　Ｎｕｍｂｅｒ（ＭＳＩＳＤＮ）を提
供することができる。ＳＩＭは、ユーザによって、通信サービスを役立てるための通信ネ
ットワークとの接続に利用され得る。この方法を、２Ｇおよび３Ｇなどの異なるＧｌｏｂ
ａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ（ＧＳＭ）通信標準規格を利用するＧＳＭ技
法に従ってデータを交換できるシステム内で実施することができる。さらに、この方法を
、ＩＳ　９５すなわちｃｄｍａＯｎｅおよびＣＤＭＡ　２０００などの異なる符号分割多
元接続（ＣＤＭＡ）通信標準規格を利用するＣＤＭＡ技法に従ってデータを交換できるシ
ステム内で実施することもできる。
【００１７】
　本明細書で説明する技法を、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）システム、時分割多元接続
（ＴＤＭＡ）システム、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ）システム、直交周波数分割多元
接続（ＯＦＤＭＡ）システム、Ｓｉｎｇｌｅ　Ｃａｒｒｉｅｒ　Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄ
ｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅ　Ａｃｃｅｓｓ（ＳＣ－ＦＤＭＡ）システム、および
他のシステムなどのさまざまな無線通信システムに使用することができる。ＣＤＭＡシス
テムは、Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｔｅｒｒｅｓｔｒｉａｌ　Ｒａｄｉｏ　Ａｃｃｅｓｓ（Ｕ
ＴＲＡ）、ｃｄｍａ２０００、その他などの無線技術を実施することができる。ＵＴＲＡ
は、ＣＤＭＡの変形形態を含む。ｃｄｍａ２０００は、ＩＳ－２０００標準規格、ＩＳ－
９５標準規格、およびＩＳ－８５６標準規格を含む。ＴＤＭＡシステムは、Ｇｌｏｂａｌ
　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ（ＧＳＭ）など
の無線技術を実施することができる。ＯＦＤＭＡシステムは、Ｅｖｏｌｖｅｄ　ＵＴＲＡ
（Ｅ－ＵＴＲＡ）、Ｕｌｔｒａ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｂｒｏａｄｂａｎｄ（ＵＭＢ）、ＩＥＥ
Ｅ　８０２．２０、ＩＥＥＥ　８０２．１６（ＷｉＭＡＸ）、８０２．１１（ＷｉＦｉ（
商標））、Ｆｌａｓｈ－ＯＦＤＭ（登録商標）、その他などの無線技術を実施することが
できる。ＵＴＲＡおよびＥ－ＵＴＲＡは、Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅ
ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ（ＵＭＴＳ）の一部である。３ＧＰＰ　Ｌｏ
ｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ（ＬＴＥ）は、Ｅ－ＵＴＲＡを使用する、ＵＭＴＳ
のやがて来るリリースである。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、ＵＭＴＳ、ＬＴＥ、およびＧＳ
Ｍは、組織「３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ
」（３ＧＰＰ）からの文書に記載されている。ｃｄｍａ２０００およびＵＭＢは、組織「
３ｒｄ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ　Ｐｒｏｊｅｃｔ　２」（３Ｇ
ＰＰ２）からの文書に記載されている。明瞭さのために、技法のある種の態様を、下でＷ
ＣＤＭＡ（登録商標）について説明し、３ＧＰＰ用語法を、下の説明の多くで使用する。
【００１８】
　このシステムおよび方法を、通信デバイスおよびコンピューティング・システムなどの
さまざまなエンティティ内で実施することができる。説明される方法（１つまたは複数）
を実施できるエンティティは、デスクトップ・コンピュータ、ハンドヘルド・デバイス、
ラップトップまたは他のポータブル・コンピュータ、タブレット・コンピュータ、携帯電
話機、ＰＤＡ、スマート・フォン、および類似物を含むが、これに限定されない。さらに
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、この方法を、異なる通信するデバイスおよびコンピューティング・システムへの接続性
を提供するためにデータを交換できるデバイスによって実施することもできる。そのよう
なデバイスは、無線ネットワーク制御装置（ＲＮＣ）、Ｂａｓｅ　Ｔｒａｎｓｃｅｉｖｅ
ｒ　Ｓｔａｔｉｏｎ（ＢＴＳ）、Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ　Ｃｅｎｔｒｅ（Ｍ
ＳＣ）、Ｓｈｏｒｔ　Ｍｅｓｓａｇｅ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｃｅｎｔｒｅ（ＳＭＳＣ）、Ｂ
ａｓｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ　Ｓｕｂｓｙｓｔｅｍ（ＢＳＳ）、Ｈｏｍｅ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ
　Ｒｅｇｉｓｔｅｒ（ＨＬＲ）、Ｖｉｓｉｔｏｒ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｇｉｓｔｅｒ
（ＶＬＲ）、Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ　Ｃｅｎｔｅｒ（ＡｕＣ）、データ・カード
、モバイル・アダプタ、無線（ＷｉＦｉ（商標））アダプタ、ルータ、および類似物を含
むことができるが、これに限定されない。
【００１９】
　ネットワーク・サービスの高まる可用性ならびにセル電話機、携帯情報端末（ＰＤＡ）
、およびスマート・フォンなどの遠隔通信デバイスの使用は、労働力モビリティを高めて
きた。ますます多数のユーザが、ある地理的位置から別の地理的位置へ旅行する。そのよ
うな旅行は、一般に、国の国境内である可能性があるが、ある種のユーザは、国境を越え
、国にまたがって旅行する場合もある。ユーザが、彼らのホーム・ネットワークの外部の
他国内でローミングしている場合であっても、ユーザは、デフォルト・サービス・プロバ
イダまたは任意の他のサービス・プロバイダのいずれかから通信サービスを受信して、全
世界で仕事仲間と接続されることを期待する。
【００２０】
　競争環境では、遠隔通信技術の進歩に起因し、ユーザの常に高まる需要を満足するため
に、サービス・プロバイダは、国内ローミングおよび国際ローミングの機能を彼らのユー
ザに提供する。国際ローミング（ＩＲ）は、その加入者がある国または地域内で登録され
るサービス・プロバイダすなわちデフォルト・サービス・プロバイダのサービスが、別の
国または地域で加入者から使用可能にされる状況を指す。同様に、国内ローミング（ＮＲ
）は、ある地域またはホーム・ネットワーク内のデフォルト・サービス・プロバイダのサ
ービスが、その国内の別の地域で加入者から使用可能にされる状況を指す。しかし、その
ようなＮＲサービスおよびＩＲサービスを役立てるために、ユーザは、一般に、デフォル
ト・サービス・プロバイダにローミング料金を支払わなければならない。
【００２１】
　一般に、デフォルト・サービス・プロバイダによってユーザに提供されたＭＳＩＳＤＮ
およびＩＭＳＩ番号に基づいて、任意のサービス・プロバイダは、ネイティブ・ユーザま
たは非ネイティブ・ユーザのいずれかであるものとしてユーザを識別し、それに対応して
、ユーザによって利用される通信サービスの料金が徴収される。ユーザが、ネイティブ・
ユーザとして識別される場合には、通常料金を徴収することができるが、ユーザが非ネイ
ティブ・ユーザとして識別される場合には、ローミング料金を徴収することができる。そ
のようなローミング料金は、ユーザが国際的にローミングしている時に、大幅により高い
ものとすることができる。通常、国際ローミングでのこの高い料金は、ローミング国内で
ユーザに任意の通信サービスを提供するために、ローミング国のサービス・プロバイダが
、ユーザのデフォルト・サービス・プロバイダに接続しなければならないという事実に起
因して、ユーザから徴収される。これは、通信サービスを提供するのに利用されるルート
の増加をもたらす可能性があり、また、両方すなわちローミング国のサービス・プロバイ
ダおよびデフォルト・サービス・プロバイダのさらなるリソースを利用する可能性がある
ので、高いＩＲ料金が、ＩＲを利用するユーザから徴収される可能性がある。
【００２２】
　ローミング国での通信サービスの利用に関するそのような高いＩＲ料金の支払を避ける
ために、通常、ユーザは、ローミング国自体の中のサービス・プロバイダから加入を購入
することができる。ローミング国のサービス・プロバイダは、特定のＩｎｔｅｒｎａｔｉ
ｏｎａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ（ＩＭＳＩ）番号お
よびローカルＭＳＩＳＤＮと共に、ユーザにローカルＳＩＭを与えることができる。ロー
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カルＩＭＳＩ番号およびローカルＭＳＩＳＤＮを介して、ユーザは、追加のＩＲ料金を全
く伴わずに、ローミング国のサービス・プロバイダによって徴収される通常料金で通信サ
ービスを利用することができる。
【００２３】
　しかし、ローミング国でのローカル加入の購入は、面倒で非効率的な解決策を提供する
可能性がある。主に、ローミング国でのローカル加入の購入は、そのプロセス中に含まれ
る確認書類および書類事務に起因して、簡単な手続きではない可能性がある。さらに、ロ
ーカル加入の購入時に、ユーザは、モバイル機器（ＭＥ）内でユーザによって交換されな
ければならない、新しいＩＭＳＩおよびＭＳＩＳＤＮを有する新しいＳＩＭカードを与え
られる。また、ユーザは、彼の仕事仲間／コミュニティ・サークルに新しいＭＳＩＳＤＮ
を与えなければならない可能性があり、これが面倒な課題になる可能性がある。時々、ユ
ーザは、彼らのオリジナルのＳＩＭ内に連絡先リストおよびメッセージなどのパーソナル
・データを有し、これらを新しいＳＩＭ内にコピーする必要がある可能性があり、これも
面倒になる可能性がある。さらに、ユーザが、複数の国に旅行しなければならない状況で
は、すべての国に関する新しい加入の購入が、不便で非実用的になる可能性がある。
【００２４】
　また、代替案として、ユーザは、別の国にローミングする間に複数のＩＭＳＩ　ＳＩＭ
を利用することができる。複数ＩＭＳＩ　ＳＩＭでは、ユーザに、複数のＩＭＳＩ番号お
よび対応するＭＳＩＳＤＮを含むＳＩＭカードを与えることができる。ユーザが、対応す
る国内でローミングする間に特定のＩＭＳＩ番号および対応するＭＳＩＳＤＮを利用し、
その国のサービス・プロバイダによって徴収される料金で通信サービスにアクセスできる
ように、各ＩＭＳＩ番号および対応するＭＳＩＳＤＮを、特定の国専用とすることができ
る。
【００２５】
　しかし、複数ＩＭＳＩ　ＳＩＭカードの使用に関して、ユーザは、まず、彼のデフォル
ト・サービス・プロバイダから発行されたそのような複数ＩＭＳＩ　ＳＩＭカードを得な
ければならない可能性があり、その後、これをＭＥ内で交換しなければならない可能性も
ある。また、そのような複数ＩＭＳＩ　ＳＩＭカードは、関連するＩＭＳＩ番号および対
応するＭＳＩＳＤＮが存在し、導入される国でのみ役立つ可能性がある。他の国について
、ユーザは、それでも、ローカル加入を購入しなければならないか、高いＩＲ料金を支払
わなければならないかのいずれかである可能性がある。さらに、複数ＩＭＳＩ　ＳＩＭカ
ードでは、複数のＩＭＳＩ番号および対応するＭＳＩＳＤＮが導入されるので、任意の所
与の瞬間に１つのＩＭＳＩだけが使用中なので、これが、リソースの浪費につながる。さ
らに、複数ＩＭＳＩ　ＳＩＭカードの使用は、母国以外の国に頻繁には旅行しないユーザ
にとって、さほど役に立たない可能性がある。
【００２６】
　本主題の実施態様によれば、動的に、ローミングしている間にユーザにモバイル接続性
を提供するシステムおよび方法が説明される。説明される方法およびシステムは、下でＩ
Ｒに関して説明されるが、当業者によって理解されるように、これらのシステムおよび方
法を、少数の変更は伴うが、ＮＲで実施することができる。
【００２７】
　一実施態様では、ローミング国で通信サービスを役立てることを望むユーザに、ユーザ
によって既に利用されているＳＩＭに関連する、ローミング国にローカルな新しいＭＳＩ
ＳＤＮを、対応するＩＭＳＩ番号と一緒に動的に与えることができる。新しいＭＳＩＳＤ
Ｎおよび新しいＩＭＳＩ番号に基づいて、ユーザは、ＩＲ料金を引き付けることなく、ロ
ーミング国内で通信サービスを利用することができる。
【００２８】
　前に説明したように、このシステムおよび方法を、通信のために定義された異なる標準
規格に従ってネットワークと通信することができるさまざまな処理デバイスおよび通信す
るデバイス内で実施することができる。本明細書での説明は、携帯電話機などの通信する
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デバイスに関して説明されるが、当業者によって理解されるように、説明される方法（１
つまたは複数）を他のデバイス内で実施することができる。
【００２９】
　本明細書で説明されるシステムおよび方法を、さまざまな通信デバイスおよび／または
コンピューティング・システムもしくはコンピューティング・デバイスを使用するさまざ
まな通信ネットワーク内で実施することができる。通信ネットワークは、Ｇｌｏｂａｌ　
Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ（ＧＳＭ）ネットワ
ーク、Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｓ
ｙｓｔｅｍ（ＵＭＴＳ）ネットワーク、Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ（ＬＴ
Ｅ）ネットワーク、Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｓｅｒｖｉｃｅ
（ＰＣＳ）ネットワーク、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）ネットワーク、符号分割多元接続
（ＣＤＭＡ）ネットワーク、Ｎｅｘｔ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｎｅｔｗｏｒｋ（ＮＧＮ
）、公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）、およびサービス総合ディジタル網（ＩＳＤＮ）を含む
ことができる。本明細書の説明は、ある種の通信ネットワークを参照するが、当業者によ
って理解されるように、このシステムおよび方法を、少数の変更は伴うが、他のネットワ
ークおよびデバイス内で実施することができる。
【００３０】
　本明細書で説明されるシステムおよび方法は、一方では、ユーザが高いＩＲ料金なしで
ローミング国内で通信サービスを利用することを可能にする新しいＭＳＩＳＤＮおよび対
応するＩＭＳＩ番号を提供し、他方では、ユーザが、ＳＩＭカードおよび対応するＭＳＩ
ＳＤＮを交換することも、新しい加入を購入することも必要としない。明瞭さのために、
ローミング国内でユーザに通信サービスを提供するサービス・プロバイダを、以下では副
サービス・プロバイダと称する。
【００３１】
　一般に、ＳＩＭに関連するＭＳＩＳＤＮおよびＩＭＳＩ番号は、どの通信サービスがユ
ーザに提供されるのかに基づいて、デフォルト・サービス・プロバイダに固有である。各
ユーザおよび関連するＳＩＭに関する情報は、サービス・プロバイダのＨｏｍｅ　Ｌｏｃ
ａｔｉｏｎ　Ｒｅｇｉｓｔｅｒ（ＨＬＲ）内に格納される。デフォルト・サービス・プロ
バイダのＨＬＲは、本明細書ではデフォルトＨＬＲと称するが、ユーザのＩＭＳＩに基づ
いて、位置更新手順中に、使用可能な残高、ユーザ・ブロック・リスト、およびサービス
への加入などの異なるパラメータに基づいて、通信サービスを認可する、ユーザに関連す
るＳｅｒｖｉｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｐｏｉｎｔ（ＳＣＰ）詳細を提供する。さらに、ユ
ーザに関連するデフォルトＨＬＲは、ユーザに関する他の詳細と一緒に、位置更新手順を
介してユーザのリアル・タイム位置を用いて更新もされる。
【００３２】
　一般に、ユーザが、ユーザが国境内を旅行する国内ローミングまたはＩＲのいずれかで
彼のホーム・ネットワークの外部にいる間に、そのユーザによって役立てられた通信サー
ビスについてそのユーザに課金するために、デフォルトＨＬＲに関連するＳＣＰが、トリ
ガされる。説明されるように、請求のためにトリガされるＳＣＰの詳細は、ユーザのＩＭ
ＳＩに基づいて、位置更新手順中にデフォルトＨＬＲから受信される。
【００３３】
　本主題の一実施態様では、ローミング国内のユーザに通信サービスを提供するために、
ローミング国にローカルであり、副サービス・プロバイダに対応するＩＭＳＩ番号（以下
では副ＩＭＳＩ番号と称する）が、ユーザのＳＩＭカードに関連付けられる。言い替える
と、ユーザのＳＩＭカードは、一方はデフォルト・サービス・プロバイダに対応し、他方
は副サービス・プロバイダに対応する、２つのＩＭＳＩ番号に動的に関連付けられる。副
ＭＳＩＳＤＮも、副ＩＭＳＩ番号に関連付けられることを理解されたい。さらに、副ＩＭ
ＳＩ番号および副ＭＳＩＳＤＮは、デフォルト・サービス・プロバイダによってユーザに
提供されるＳＩＭと共に導入されるのではなく、動的に割り振られるものとすることがで
きる。当業者は、ユーザが彼の母国から複数のローミング国に旅行することを望む場合に
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、ＳＩＭカードを複数のＩＭＳＩ番号およびＭＳＩＳＤＮに動的に関連付けることもでき
ることを了解するはずである。
【００３４】
　本主題の一実施態様では、別の国に旅行することを望むユーザは、デフォルト・サービ
ス・プロバイダに要求を送信することができる。この要求は、ユーザのＭＥからＵｎｓｔ
ｒｕｃｔｕｒｅｄ　Ｓｕｐｐｌｅｍｅｎｔａｒｙ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｄａｔａ（ＵＳＳＤ
）要求を介して送信されるか、音声呼を介してユーザによって提供されるか、またはユー
ザによって直接にサブミットされるかのいずれかとすることができる。前記実施態様では
、要求は、他の詳細と一緒に、ユーザが訪問を望む国の詳細をも提供することができる。
たとえば、ユーザが、国「Ａ」から国「Ｂ」へ旅行している場合に、ユーザは、国「Ａ」
の詳細と一緒にＵＳＳＤ要求をデフォルト・サービス・プロバイダに送信することができ
る。
【００３５】
　ユーザから要求を受信した時に、副ＩＭＳＩ番号および副ＭＳＩＳＤＮを、デフォルト
・サービス・プロバイダによってユーザに割り振ることができる。ユーザに、副ＩＭＳＩ
番号を知らない間にデフォルト・サービス・プロバイダによって副ＭＳＩＳＤＮを与える
ことができる。上で説明したように、副ＩＭＳＩ番号および副ＭＳＩＳＤＮは、ユーザが
訪問し、通信サービスを利用することを望む国の副サービス・プロバイダに対応する。一
実施態様では、ユーザは、既存のＳＩＭカードを利用することができ、割り振られた副Ｉ
ＭＳＩ番号および副ＭＳＩＳＤＮ番号は、デフォルト・サービス・プロバイダによって提
供されたＳＩＭカードのＩＭＳＩおよびＭＳＩＳＤＮにマッピングされるのみとすること
ができる。当業者は、ＩＭＳＩ番号およびＭＳＩＳＤＮが、サービス・プロバイダに固有
であり、あるサービス・プロバイダが、任意の他のサービス・プロバイダに対応するＩＭ
ＳＩ番号およびＭＳＩＳＤＮを提供することを認可されない場合があることをも了解する
はずである。
【００３６】
　本主題の一実施態様では、副サービス・プロバイダに対応する副ＩＭＳＩ番号および副
ＭＳＩＳＤＮを提供するために、デフォルト・サービス・プロバイダは、副サービス・プ
ロバイダに属する使用可能なＩＭＳＩおよびＭＳＩＳＤＮのプールを所有することができ
る。副ＩＭＳＩ番号および副ＭＳＩＳＤＮを、ＳＩＭに関連するＩＭＳＩ番号およびＭＳ
ＩＳＤＮ（以下ではデフォルトＩＭＳＩおよびデフォルトＭＳＩＳＤＮと称する）とは別
々に、デフォルト・サービス・プロバイダによって動的に提供できることを理解されたい
。副ＩＭＳＩ番号および副ＭＳＩＳＤＮの動的割振りは、サービス・プロバイダがＩＭＳ
Ｉ番号およびＭＳＩＳＤＮリソースを最適に利用することを可能にすることができる。
【００３７】
　デフォルト・サービス・プロバイダが、副サービス・プロバイダに属するＩＭＳＩおよ
びＭＳＩＳＤＮのプールを所有するために、本主題の一実施態様では、デフォルト・サー
ビス・プロバイダおよび副サービス・プロバイダが、双方の合意を有することができる。
そのような合意は、お互いの加入者に通信サービスを提供するためのさまざまなビジネス
態様および彼らの相互の理解に基づくものとすることができ、したがって、そのような合
意の詳細は、簡潔さのために省略されている。
【００３８】
　当業者は、デフォルト・サービス・プロバイダが副サービス・プロバイダに対応するＩ
ＭＳＩ番号およびＭＭＳＩＳＤＮのプールを所有する形において、副サービス・プロバイ
ダも、デフォルト・サービス・プロバイダに対応するＩＭＳＩ番号およびＭＭＳＩＳＤＮ
のプールを所有することができることをも理解するはずである。
【００３９】
　一実施態様では、ローミング国内でユーザによって利用される通信サービスを、副ＩＭ
ＳＩ番号および副ＭＳＩＳＤＮを介して提供することができ、ここで、ユーザは、デフォ
ルト・サービス・プロバイダによって提供されたＳＩＭカードを利用しているものとする
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ことができる、すなわち、ユーザは、ホーム・ネットワークでの使用のためにデフォルト
・サービス・プロバイダによって提供されたＳＩＭカードを変更せずに、ローミング国内
で通信サービスを利用することができる。前記実施態様では、そのような機能は、ユーザ
の主ＩＭＳＩ番号を、割り振られた副ＩＭＳＩ番号にマッピングすることによって提供さ
れる。
【００４０】
　本主題の実施態様によれば、ユーザの主ＩＭＳＩ番号をユーザの副ＩＭＳＩ番号にマッ
ピングするために、ＩＭＳＩマッピング（ＩＭ）ノード（ＩＭＮ）を実施することができ
る。ＩＭＮは、主ＩＭＳＩ番号を副ＩＭＳＩ番号にマッピングすることができる。さらに
、ＩＭＮは、主ＭＳＩＳＤＮを副ＭＳＩＳＤＮにマッピングすることもできる。たとえば
、デフォルト・サービス・プロバイダによって提供されたＳＩＭカードを利用するユーザ
が、ＩＭＳＩ番号「ｘ」を含む場合に。このユーザに、ローミング国内で通信サービスを
利用するために副ＩＭＳＩ番号「ｙ」を割り振ることができる。そのような状況で、ＩＭ
Ｎは、ユーザが高いＩＲ料金をこうむらずにローミング国内で通信サービスを利用するた
めに、ＩＭＳＩ番号「ｘ」をＩＭＳＩ番号「ｙ」にマッピングするはずである。
【００４１】
　上で説明したように、位置更新手順中に、ユーザのデフォルトＨＬＲは、ＩＭＳＩ番号
に基づいてユーザに関する詳細を受信するために連絡される。当業者によって理解される
ように、位置更新手順を容易にするために、ユーザのＭＥがラッチされるＭｏｂｉｌｅ　
ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ　Ｃｅｎｔｅｒ（ＭＳＣ）またはＶｉｓｉｔｉｎｇ　Ｌｏｃａｔｉｏ
ｎ　Ｒｅｇｉｓｔｅｒ（ＶＬＲ）は、Ｍｏｂｉｌｅ　ＧＴ（ＭＧＴ）アドレスに基づいて
ユーザに関連するデフォルトＨＬＲに連絡し、ここで、ＭＧＴアドレスは、サービス・プ
ロバイダのＩＭＳＩ番号範囲およびＳｉｇｎａｌｌｉｎｇ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ　Ｃｏ
ｎｔｒｏｌ　Ｐａｒｔ（ＳＣＣＰ）データを使用することによって形成される。これらの
ＭＧＴアドレスは、サービス・プロバイダのＩＭＳＩ範囲を使用することによって形成さ
れる。ＩＭＳＩは、あるオペレータについて一意であり、したがって、すべてのＭＧＴ範
囲は、ＩＭＳＩを使用して準備され、ＳＣＣＰ　Ｇｌｏｂａｌ　ｔｉｔｌｅ構成を使用し
て、ＩＭＳＩに専用のデフォルトＨＬＲに向けられる。
【００４２】
　本主題の一実施態様では、副サービス・プロバイダのＭＳＣ、ＶＬＲ、ＨＬＲ、Ｓｅｒ
ｖｉｎｇ　ＧＰＲＳ　Ｓｕｐｐｏｒｔ　Ｎｏｄｅ（ＳＧＳＮ）、およびＳｈｏｒｔ　Ｍｅ
ｓｓａｇｅ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｃｅｎｔｅｒ（ＳＭＳＣ）内のＳＣＣＰデータは、副サー
ビス・プロバイダに属するＩＭＳＩ番号のプールからの副ＩＭＳＩ番号を利用してＩＲ内
でユーザのために変更され、デフォルト・サービス・プロバイダによって所有され得る。
【００４３】
　一実施態様では、この変更に基づいて、ユーザによって開始された位置更新要求を、ユ
ーザに接続された副サービス・プロバイダのＶＬＲ（以下では副ＶＬＲと称する）によっ
て、ユーザのデフォルトＨＬＲではなくＩＭＮに向けることができる。前記実施態様では
、副ＶＬＲは、主ＩＭＳＩ番号としてのユーザのＩＭＳＩ番号と共にＩＭＮに位置更新メ
ッセージを送信することができる。ＶＬＲは、ＳＣＣＰデータが変更されているＩＭＳＩ
番号のみについてＩＭＮに位置更新メッセージを送信することができる。
【００４４】
　さらに、前記実施態様では、ＩＭＮは、副ＶＬＲから位置更新要求を受信した時に、ユ
ーザの合意認証プロセスを開始することができる。合意認証プロセスでは、ＩＭＮは、Ｉ
ＭＳＩ番号およびＭＳＩＳＤＮのプールを共有する、副サービス・プロバイダとデフォル
ト・サービス・プロバイダとの間の合意を認証することができる。認証が成功の場合には
、ＩＭＮは、複数ＩＭＳＩ位置更新プロセスを開始することができる。
【００４５】
　一実施態様では、複数ＩＭＳＩ位置更新プロセス中に、副ＶＬＲから受信された主ＩＭ
ＳＩ番号に基づいて、ＩＭＮは、ユーザに割り振られる副ＩＭＳＩ番号を判定することが
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できる。さらに、複数ＩＭＳＩ位置更新プロセス中に、ＩＭＮは、副ＶＬＲから受信され
た位置更新メッセージに似たダミー位置更新メッセージを作ることができる。ダミー位置
更新メッセージは、副ＶＬＲから受信された位置更新メッセージに類似するものとするこ
とができるが、ＩＭＮは、ダミー位置更新メッセージ内で主ＩＭＳＩ番号を副ＩＭＳＩ番
号に置換することができる。言い替えると、ＩＭＮは、２つの位置更新メッセージすなわ
ち、主ＩＭＳＩ番号を有する１つのオリジナル位置更新メッセージおよび副ＩＭＳＩ番号
を有するもう１つのダミー位置更新メッセージを生成することができる。
【００４６】
　ＩＭＮは、さらに、主ＩＭＳＩ番号を有するオリジナル位置更新メッセージをユーザの
デフォルトＨＬＲに、副ＩＭＳＩを有するダミー位置更新メッセージを副サービス・プロ
バイダのＨＬＲ（以下では副ＨＬＲと称する）に提供することができる。前記実施態様で
は、ダミー位置更新メッセージは、ＶＬＲの実際のアドレスではなくＩＭＮのアドレスを
含むことができる。複数ＩＭＳＩ位置更新プロセス中にＩＭＮによって送信された位置更
新メッセージに基づいて、ユーザのデフォルト・サービス・プロバイダは、主ＩＭＳＩ番
号に基づいてユーザの位置を用いて更新される。同様に、副サービス・プロバイダは、副
ＩＭＳＩに基づいて関連するＩＭＮのアドレスを用いて更新される。
【００４７】
　ＩＭＮによって受信された位置更新メッセージに応答して、デフォルトＨＬＲおよび副
ＨＬＲは、ＩＳＤメッセージをＩＭＮに送信することができる。一実施態様では、ＩＭＮ
は、デフォルトＨＬＲから受信されたＩＳＤメッセージを無視することができる。さらに
、ＩＭＮは、副ＨＬＲから受信されたＩＳＤメッセージをＶＬＲに転送することができる
。そのような状況で、ユーザは、主ＩＭＳＩに関連する主ＭＳＩＳＤＮと副ＩＭＳＩに関
連する副ＭＳＩＳＤＮとの両方を利用できるはずである。ユーザは、呼およびメッセージ
などの発信サービスに副ＭＳＩＳＤＮを利用することができるが、主ＭＳＩＳＤＮならび
に副ＭＳＩＳＤＮは、着信サービスのために利用され得る。
【００４８】
　主ＭＳＩＳＤＮに基づいて開始された、ユーザのＭｏｂｉｌｅ　Ｔｅｒｍｉｎａｔｉｎ
ｇ（ＭＴ）呼は、デフォルトＨＬＲと共に存在するユーザの位置情報に基づいてデフォル
ト・サービス・プロバイダを介してルーティングされるはずであり、副ＭＳＩＳＤＮに基
づいて開始された、ユーザのＭＴ呼は、ＩＭＮと共に存在する位置情報に基づいて副サー
ビス・プロバイダを介してルーティングされるはずである。
【００４９】
　さらに、本主題のもう１つの実施態様では、ＳＣＣＰデータの変更は、副ＶＬＲが、ユ
ーザに関連するＭｏｂｉｌｅ　Ｏｒｉｇｉｎａｔｉｎｇ（ＭＯ）呼およびＭＴ呼について
、デフォルト・サーバ・プロバイダまたは副サービス・プロバイダのいずれかのＳＣＰを
トリガすることを可能にすることもできる。これは、ユーザが、デフォルト・サービス・
プロバイダに関する料金のための単一のアカウントまたは、副サービス・プロバイダによ
って提供されるローカル料金算定方式に基づくサービスの料金が副サービス・プロバイダ
に関連する第２のアカウントから課金されるようにするために２つのアカウントのいずれ
かを維持することを可能にすることができる。
【００５０】
　したがって、上述のシステムおよび方法は、ユーザが、高いＩＲ課金を引き付けずにロ
ーミング国内で通信サービスを利用することを可能にすることができる。また、ユーザは
、ＳＩＭカードを交換することまたは新しい複数ＩＭＳＩ　ＳＩＭカードを購入すること
を要求されないものとすることができる。さらに、副ＩＭＳＩ番号および副ＭＳＩＳＤＮ
が、ユーザのＳＩＭがローカルＳＩＭとして働くことを可能にし、高いＩＲ課金を引き付
けないので、ユーザに、ローミング国内で無料着呼を与えることができる。
【００５１】
　本明細書の説明は、ＧＳＭ通信ネットワークを参照するが、当業者によって理解される
ように、このシステムおよび方法を、少数の変更は伴うが他のネットワークおよびデバイ
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ス内で実施することができる。他の通信ネットワークは、Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　
ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ（ＧＳＭ）ネットワーク、Ｕｎｉｖ
ｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｓｙｓｔｅｍ（Ｕ
ＭＴＳ）ネットワーク、Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ（ＬＴＥ）ネットワー
ク、Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｓｅｒｖｉｃｅ（ＰＣＳ）ネッ
トワーク、時分割多元接続（ＴＤＭＡ）ネットワーク、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）ネ
ットワーク、Ｎｅｘｔ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｎｅｔｗｏｒｋ（ＮＧＮ），公衆交換電
話網（ＰＳＴＮ）、およびサービス総合ディジタル網（ＩＳＤＮ）を含むことができる。
【００５２】
　この説明が、単に本主題の原理を例示することに留意されたい。したがって、当業者が
、本明細書では明示的に説明されないが、本主題の原理を実施し、その趣旨および範囲に
含まれるさまざまな配置を考案できることを了解されたい。さらに、本明細書で列挙され
るすべての例は、主に、特に、当技術を促進するために本発明の原理および本発明人（１
つまたは複数）によって寄与される概念を理解する際に読者を助けるという教育的目的だ
けのためのものであることが、意図されている。さらに、本発明の原理、態様、および実
施形態ならびにその特定の例を列挙する本明細書のすべての言説は、その同等物を包含す
ることが意図されている。
【００５３】
　ローミングしている間にユーザにモバイル接続性を提供するシステムおよび方法が実施
される形を、図１～４に関して詳細に説明する。ユーザにモバイル接続性を提供する、説
明されるシステムおよび方法の諸態様を、任意の個数の異なるコンピューティング・シス
テム、伝送環境、および／または構成で実施することができるが、実施形態は、次の例示
的なシステム（１つまたは複数）の文脈で説明される。
【００５４】
　当業者は、本明細書で使用される単語ｄｕｒｉｎｇ（～の間）、ｗｈｉｌｅ（～の間）
、およびｗｈｅｎ（～の時）が、開始するアクションの際に瞬間的にアクションが行われ
ることを意味する正確な用語ではなく、初期アクションとその初期アクションによって開
始される反応との間に、伝搬遅延など、短いが穏当な遅延があってもよいことをも了解す
るであろう。さらに、単語「ｃｏｎｎｅｃｔｅｄ（接続された）」および「ｃｏｕｐｌｅ
ｄ（結合された）」は、説明の明瞭さのために終始使用され、直接接続または間接接続の
いずれをも含むことができる。
【００５５】
　図１に、本主題の実施形態による、ローミングしている間にユーザにモバイル接続性を
提供するように構成された通信ネットワーク環境１００を示す。通信ネットワーク環境１
００は、通信ネットワーク１０４を介してお互いと通信する１つまたは複数の通信デバイ
ス１０２－１、１０２－２、…、および１０２－Ｎ（以下では、集合的に通信デバイス１
０２と称し、個別に通信デバイス１０２と称する）を含む。通信デバイス１０２は、各ユ
ーザと通信するのに使用されるユーザ機器（ＵＥ）である。さらに、通信デバイス１０２
は、ＭＳＩＳＤＮおよびＩＭＳＩ番号を関連付けられ得るＳＩＭを含むことができる。通
信デバイス１０２の例は、限定なしに、デスクトップ・コンピュータ、ハンドヘルド・デ
バイス、ラップトップまたは他のポータブル・コンピュータ、ネットワーク・コンピュー
タ、携帯電話機、陸線電話機、および類似物を含むことができる。通信デバイス１０２の
それぞれは、通信デバイス１０２が結合された通信ネットワーク１０４によって定義され
る通信プロトコルに作用する。
【００５６】
　通信ネットワーク１０４は、無線ネットワークもしくは有線ネットワークまたはその組
合せとすることができる。通信ネットワーク１０４を、お互いと相互接続され、単一の大
きいネットワーク（たとえば、インターネットまたはイントラネット）として機能する、
個々のネットワークの集合とすることができる。そのような個々のネットワークの例は、
Ｇｌｏｂａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ（Ｇ
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ＳＭ）ネットワーク、Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａ
ｔｉｏｎｓ　Ｓｙｓｔｅｍ（ＵＭＴＳ）ネットワーク、Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｃｏｍｍｕｎ
ｉｃａｔｉｏｎｓ　Ｓｅｒｖｉｃｅ（ＰＣＳ）ネットワーク、時分割多元接続（ＴＤＭＡ
）ネットワーク、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）ネットワーク、Ｎｅｘｔ　Ｇｅｎｅｒａ
ｔｉｏｎ　Ｎｅｔｗｏｒｋ（ＮＧＮ）、公衆交換電話網（ＰＳＴＮ）、およびサービス総
合ディジタル網（ＩＳＤＮ）を含むが、これに限定されない。技術に依存して、通信ネッ
トワーク１０４は、ゲートウェイ、ルータなどのさまざまなネットワーク・エンティティ
を含むが、そのような詳細は、理解の簡単さのために省略されている。
【００５７】
　この説明は、通信デバイス１０２－１および１０２－２を参照して説明されるが、これ
を、他の通信デバイスに拡張することもできる。説明のために、通信デバイス１０２－１
を、これを登録できるサービス・プロバイダすなわち通信デバイス１０２－１のデフォル
ト・サービス・プロバイダに接続されると考えることができる。さらに、非ホーム・ネッ
トワーク内に配置されることおよび別の国の中でローミングすることなど、さまざまな理
由に起因して、通信デバイス１０２－２は、通信デバイス１０２－２のデフォルト・サー
ビス・プロバイダではない場合があるサービス・プロバイダに接続される可能性がある。
明白であるように、通信デバイス１０２－２が接続されるサービス・プロバイダは、通信
デバイス１０２－２の副サービス・プロバイダである。説明の簡単さのために、通信デバ
イス１０２－２のデフォルト・サービス・プロバイダは、通信デバイス１０２－１が接続
されるサービス・プロバイダと考えられる、すなわち、通信デバイス１０２－１がそのホ
ーム・ネットワークであり、通信デバイス１０２－２がローミングしている間に、通信デ
バイス１０２－１と１０２－２との両方が、同一のサービス・プロバイダに登録される。
【００５８】
　通信ネットワーク１０４は、複数のサービス・プロバイダを含むことができる。説明の
簡単さのために、本明細書では、２つのサービス・プロバイダすなわち、上の例で通信デ
バイス１０２－１および通信デバイス１０２－２のデフォルト・サービス・プロバイダで
あるデフォルト・サービス・プロバイダと、通信デバイス１０２－１の副サービス・プロ
バイダである副サービス・プロバイダとを検討する。さらに、通信デバイス１０２－１へ
のデフォルト・サービス・プロバイダおよび副サービス・プロバイダは、異なる国内に配
置されるものとすることができ、副サービス・プロバイダは、通信デバイス１０２－１に
ＩＲを提供することができる。
【００５９】
　お互いと通信するために、通信デバイス１０２－１および１０２－２のそれぞれは、セ
ル内で無線カバレージを提供する、最も近いｂａｓｅ　ｔｒａｎｓｃｅｉｖｅｒ　ｓｔａ
ｔｉｏｎ（この図には図示せず）に接続する。複数のｂａｓｅ　ｔｒａｎｓｃｅｉｖｅｒ
　ｓｔａｔｉｏｎが、基地局制御装置（この図には図示せず）に接続し、この基地局制御
装置は、基地局の間のハンドオーバをもたらすローカル・スイッチングを提供する。基地
局制御装置は、さらに、ｍｏｂｉｌｅ　ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ　ｃｅｎｔｅｒ（ＭＳＣ）に
接続され、このＭＳＣは、加入者すなわち通信デバイス１０２－１のユーザおよび通信デ
バイス１０２－２のユーザに通信サービスを提供する責任を負う。
【００６０】
　本主題の一実施態様では、通信デバイス１０２－１は、そのホーム・ネットワーク内に
あるものとすることができ、デフォルトＭｏｂｉｌｅ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ　Ｃｅｎｔｅ
ｒ（Ｄ－ＭＳＣ）／ＶＬＲ　１０６－１に接続されるが、それ自体の基地局制御装置およ
び他のネットワーク・エンティティ（図示せず）を介して、データを転送し、音声呼およ
びメッセージなどの通信サービスを役立てることができる。同様に、別のサービス・プロ
バイダすなわち、通信デバイス１０２－２が副Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ　Ｃｅ
ｎｔｅｒ（Ｓ－ＭＳＣ）／ＶＬＲ　１０６－２を介して接続され得る副サービス・プロバ
イダが存在することができる。
【００６１】
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　さらに、Ｄ－ＭＳＣ／ＶＬＲ　１０６－１およびＳ－ＭＳＣ／ＶＬＲ　１０６－２を、
デフォルトＨｏｍｅ　ｌｏｃａｔｉｏｎ　ｒｅｇｉｓｔｅｒ（Ｄ－ＨＬＲ）１０８－１お
よび副ＨＬＲ（Ｓ－ＨＬＲ）１０８－２（以下では集合的にＨＬＲ　１０８と称する）な
どの対応するＨＬＲに関連付けることができる。通常、ＨＬＲ　１０８のそれぞれは、サ
ービス・プロバイダに登録された各ユーザに関連する情報を格納することを理解されたい
。この情報は、ホームＳＣＰアドレス参照およびサービス・トリガを含む加入者のＣＡＭ
ＥＬ加入情報を含むＭＳＣ／ＶＬＲのアドレス、加入者のホーム位置、加入者が現在配置
されているＭＳＣのアドレス、その他を含むことができるが、これに限定はされない。Ｈ
ＬＲ　１０８は、各加入者のＳＩＭに関連するＩＭＳＩ番号およびその加入者のＭＳＩＳ
ＤＮ番号などの情報をも格納する。当業者は、Ｄ－ＭＳＣ／ＶＬＲ　１０６－１およびＤ
－ＨＬＲ　１０８－１を、別々のエンティティとして実施することができ、あるいは、単
一のユニット内で実施することができることを了解するはずである。同様に、Ｓ－ＭＳＣ
／ＶＬＲ　１０６－２およびＳ－ＨＬＲ　１０８－２を、別々のエンティティとして実施
することができ、あるいは、単一のユニット内で実施することができる。
【００６２】
　デフォルト・サービス・プロバイダおよび副サービス・プロバイダは、デフォルトＳｅ
ｒｖｉｃｅ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｐｏｉｎｔ（Ｄ－ＳＣＰ）１１０－１および副ＳＣＰ（Ｓ
－ＳＣＰ）１１０－２（以下では共通してＳＣＰ　１１０と称する）などのＳＣＰを実施
することもできる。各サービス・プロバイダが、少なくとも１つのＳＣＰを実施し、この
ＳＣＰが、サービス・プロバイダの加入者のアカウントおよびサービス加入情報を保持す
ることを理解されたい。アカウント情報は、加入者の使用可能な残高、加入者のブロック
・リスト、加入者によって選択された料金算定方式、および加入者によって採用された加
入など、ユーザ・アカウントに関する情報を含むことができる。デフォルト・サービス・
プロバイダによって提供される通信サービスの任意の使用中に、Ｄ－ＳＣＰ　１１０－１
に、使用可能な残高などのアカウント情報に基づいて、認証のためにＤ－ＭＳＣ／ＶＬＲ
　１０６－１によって連絡することができる。さらに、Ｄ－ＳＣＰ　１１０－１は、料金
算定方式プランに基づいて、通信デバイス１０２－１を利用するユーザなどのユーザに課
金することもできる。さらに、各加入者に関連するＳＣＰの詳細が、ユーザのデフォルト
ＨＬＲを用いて使用可能であることを理解されたい。したがって、通信デバイス１０２－
１および１０２－２に関連するＤ－ＳＣＰ　１１０－１の詳細を、デフォルト・サービス
・プロバイダによって維持されるＤ－ＨＬＲ　１０８－１内に格納することができる。
【００６３】
　同様に、副サービス・プロバイダは、ユーザ・アカウント情報を格納し、副サービス・
プロバイダに登録されたユーザによって利用される通信サービスを認証するために、Ｓ－
ＳＣＰ　１１０－２などの少なくとも１つのＳＣＰを実施し、維持することもできる。一
実施態様では、２つのＭＳＣ／ＶＬＲ　１０６－１および１０６－２を接続するために、
通信ネットワーク１０４は、２つのＭＳＣ　１０６－１および１０６－２を相互接続する
ノードとして働くことができるｇａｔｅｗａｙ　ＭＳＣ（Ｇ－ＭＳＣ）（図示せず）をも
含むことができる。Ｇ－ＭＳＣを、別々のエンティティとすることができ、あるいは、Ｇ
－ＭＳＣの機能性を、Ｄ－ＭＳＣ／ＶＬＲ　１０６－１またはＳ－ＭＳＣ／ＶＬＲ　１０
６－２の機能性と一体化することができることを理解されたい。説明および単純さのため
に、前記実施態様では、Ｇ－ＭＳＣが、Ｄ－ＭＳＣ／ＶＬＲ　１０６－１およびＳ－ＭＳ
Ｃ／ＶＬＲ　１０６－２と一体化される。
【００６４】
　通信ネットワーク１０４は、さらに、ＩＭＮ　１１２などのＩＭＳＩマッピング（ＩＭ
）ノード（ＩＭＮ）を実施することができる。ＩＭＮ　１１２は、デフォルト・サービス
・プロバイダおよび副サービス・プロバイダなどの異なるサービス・プロバイダのエンテ
ィティの間で通信するように構成されたネットワーク・エンティティとすることができる
。ＩＭＮ　１１２は、サービス・プロバイダ間合意ならびにサービス・プロバイダの間の
共有されるＭＳＩＳＤＮおよびＩＭＳＩのプールに関する詳細に関する情報を含むことが
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できる。ＩＭＮ　１１２は、ユーザに関連する主ＩＭＳＩ番号と副ＩＭＳＩ番号との間の
マッピングをも含むことができる。一実施態様では、ＩＭＮ　１１２は、ＨＬＲ　１０８
とＳ－ＭＳＣ／ＶＬＲ　１０６－２との間で通信することができる。ＩＭＮ　１１２は、
サービス・プロバイダ間合意およびユーザに関連する主ＩＭＳＩ番号と副ＩＭＳＩ番号と
の間のマッピングに基づいて、ユーザに関するローカル料金算定方式でのＩＲの利用を可
能にする。
【００６５】
　一実施態様では、別の国内でローミングし、ＩＲを利用している間に、ユーザは、２つ
のＭＳＩＳＤＮを利用することができる。一方のＭＳＩＳＤＮは、デフォルト・サービス
・プロバイダに関連するもの（主ＭＳＩＳＤＮ）とすることができ、他方のＭＳＩＳＤＮ
は、副サービス・プロバイダに関連するもの（副ＭＳＩＳＤＮ）とすることができる。さ
らに、副ＩＭＳＩ番号を、ユーザによって利用される副ＭＳＩＳＤＮに関連付けることも
できる。ＩＭＮ　１１２は、主ＭＳＩＳＤＮおよび主ＩＭＳＩ番号と副ＭＳＩＳＤＮおよ
び副ＩＭＳＩ番号との間のマッピングを含むことができる。ＩＭＮ　１１２でのそのよう
なマッピングは、主ＩＭＳＩ番号を組み込まれたＳＩＭを利用しているユーザの副ＭＳＩ
ＳＤＮヘの呼およびメッセージのルーティングを可能にすることができる。
【００６６】
　動作時に、ＩＭＮ　１１２は、異なるＩＭＳＩ番号と共に、デフォルト・サービス・プ
ロバイダと副サービス・プロバイダとの両方にユーザの位置詳細を提供することができる
。デフォルト・サービス・プロバイダに、主ＩＭＳＩ番号と一緒にユーザの位置詳細を与
えることができ、副サービス・プロバイダに、副ＩＭＳＩ番号と一緒にユーザの位置詳細
を与えることができる。異なるＩＭＳＩ番号を伴う位置詳細の二重更新は、デフォルト・
サービス・プロバイダが主ＭＳＩＳＤＮ上でユーザのＭＴ呼をルーティングすることを可
能にすることができ、副サービス・プロバイダが副ＭＳＩＳＤＮ上でユーザのＭＴ呼をル
ーティングすることをも可能にすることができる。したがって、通信環境１００でのＩＭ
Ｎ　１１２の実施態様は、ＳＩＭを変更せず、複数ＩＭＳＩ　ＳＩＭを利用せずに、ユー
ザによる複数のＭＳＩＳＤＮの使用を可能にすることができる。よりよい理解のために、
ＩＭＮ　１１２実施態様の詳細を、さらに、図２を参照してより詳細に説明する。
【００６７】
　図２に、本主題の実施形態による、ネットワーク・エンティティ２０１、Ｓ－ＭＳＣ／
ＶＬＲ　１０６－２、およびＩＭＮ　１１２の構成要素を示す。本主題によれば、ネット
ワーク・エンティティ２０１、Ｓ－ＭＳＣ／ＶＬＲ　１０６－２、およびＩＭＮ　１１２
は、通信ネットワーク１０４（図１に図示）のさまざまなコンポーネントを介してお互い
に通信的に結合される。
【００６８】
　一実施態様では、ネットワーク・エンティティ２０１は、副ＭＳＩＳＤＮおよび副ＩＭ
ＳＩ番号をＩＲのためにユーザに提供するために、ユーザのデフォルト・サービス・プロ
バイダによって実施され得る。ネットワーク・エンティティ２０１を、異なる通信するデ
バイスおよびコンピューティング・デバイスに接続性を提供するためにデータを交換する
ことができるエンティティによるなど、デフォルト・サービス・プロバイダの任意のエン
ティティとして実施することができる。そのようなエンティティは、無線ネットワーク制
御装置（ＲＮＣ）、Ｂａｓｅ　Ｔｒａｎｓｃｅｉｖｅｒ　Ｓｔａｔｉｏｎ（ＢＴＳ）、Ｍ
ｏｂｉｌｅ　Ｓｗｉｔｃｈｉｎｇ　Ｃｅｎｔｒｅ（ＭＳＣ）、Ｓｈｏｒｔ　Ｍｅｓｓａｇ
ｅ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｃｅｎｔｒｅ（ＳＭＳＣ）、Ｂａｓｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ　Ｓｕｂｓ
ｙｓｔｅｍ（ＢＳＳ）、Ｈｏｍｅ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｇｉｓｔｅｒ（ＨＬＲ）、Ｖ
ｉｓｉｔｏｒ　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｒｅｇｉｓｔｅｒ（ＶＬＲ）、およびＡｕｔｈｅｎｔ
ｉｃａｔｉｏｎ　Ｃｅｎｔｅｒ（ＡｕＣ）を含むことができるが、これに限定されない。
【００６９】
　ＩＭＮ　１１２、Ｓ－ＭＳＣ／ＶＬＲ　１０６－２、およびネットワーク・エンティテ
ィ２０１は、本明細書で集合的にプロセッサ２０２と称するプロセッサ２０２－１、２０
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２－２、および２０２－３を含むことができる。プロセッサ２０２を、１つまたは複数の
マイクロプロセッサ、マイクロコンピュータ、マイクロコントローラ、ディジタル信号プ
ロセッサ、中央処理装置、状態機械、論理回路網、および／または動作命令に基づいて信
号を操作する任意のデバイスとして実施することができる。他の能力の中でも、プロセッ
サ（１つまたは複数）は、メモリに格納されたコンピュータ可読命令を取り出し、実行す
るように構成される。
【００７０】
　「プロセッサ（１つまたは複数）」というラベルを付けられたすべての機能ブロックを
含む、この図に示されたさまざまな要素の機能を、専用ハードウェアならびに適当なソフ
トウェアに関連するソフトウェアを実行できるハードウェアの使用を介して提供すること
ができる。プロセッサによって提供される時に、機能を、単一の専用のプロセッサによっ
て、単一の共有されるプロセッサによって、または、その一部が共有され得る複数の個々
のプロセッサによって提供することができる。さらに、用語「プロセッサ」の明示的な使
用は、ソフトウェアを実行できるハードウェアを排他的に指すと解釈されてはならず、限
定なしに、暗黙のうちに、ディジタル信号プロセッサ（ＤＳＰ）ハードウェア、特定用途
向け集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ（ＦＰＧＡ）
、ソフトウェアを格納する読取り専用メモリ（ＲＯＭ）、ランダム・アクセス・メモリ（
ＲＡＭ）、不揮発性ストレージを含むことができる。従来のおよび／またはカスタムの他
のハードウェアを含めることもできる。
【００７１】
　ＩＭＮ　１１２、Ｓ－ＭＳＣ／ＶＬＲ　１０６－２、およびネットワーク・エンティテ
ィ２０１は、さらに、それぞれメモリ２０４－１、２０４－２、および２０４－３と称す
る１つまたは複数のメモリ構成要素を含むことができる。メモリ２０４－１、２０４－２
、および２０４－３を、以下では集合的にメモリ２０４と称する。メモリ２０４は、スタ
ティック・ランダム・アクセス・メモリ（ＳＲＡＭ）およびダイナミック・ランダム・ア
クセス・メモリ（ＤＲＡＭ）などの揮発性メモリ、ならびに／または読取り専用メモリ（
ＲＯＭ）、消去可能プログラム可能ＲＯＭ、フラッシュ・メモリ、ハード・ディスク、光
ディスク、および磁気テープなどの不揮発性媒体を含む、当技術分野で既知のすべてのコ
ンピュータ可読媒体を含むことができる。メモリを、たとえば、ランダム・アクセス・メ
モリなどの揮発性メモリおよび／またはフラッシュなどの不揮発性メモリを含む当技術分
野で既知のすべてのコンピュータ可読媒体を含むことができるコンピュータ可読媒体とす
ることもできる。
【００７２】
　ＩＭＮ　１１２、Ｓ－ＭＳＣ／ＶＬＲ　１０６－２、およびネットワーク・エンティテ
ィ２０１は、とりわけ、特定のタスクを実行するか特定の抽象データ型を実施する、ルー
チン、プログラム、オブジェクト、コンポーネント、データ構造、および類似物を含む異
なるモジュールを含むこともできる。モジュール、たとえばオペレーティング・システム
のモジュールは、ＩＭＮ　１１２、Ｓ－ＭＳＣ／ＶＬＲ　１０６－２、およびネットワー
ク・エンティティ２０１上のアプリケーションを補足することができる。モジュールが、
メモリ構成要素とは別々であるものとして図示されているが、モジュールを、メモリ２０
４内で実施することもできることを理解されたい。一実施態様では、ＩＭＮ　１１２、Ｓ
－ＭＳＣ／ＶＬＲ　１０６－２、およびネットワーク・エンティティ２０１は、さらに、
とりわけ、モジュールのうちの１つまたは複数によって取り出され、処理され、受け取ら
れ、または生成され得るデータを格納するためのリポジトリとして働くデータ（図示せず
）を含むことができる。
【００７３】
　一実施態様では、ＩＭＮ　１１２、Ｓ－ＭＳＣ／ＶＬＲ　１０６－２、およびネットワ
ーク・エンティティ２０１は、それぞれ要求処理モジュール２０６－１、２０６－２、お
よび２０６－３を含むことができる。単純さのために、要求処理モジュール２０６－１、
２０６－２、および２０６－３を、以下では集合的に要求処理モジュール２０６と称する
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。さらに、ＩＭＮ　１１２は、構成モジュール２０８を含むことができ、Ｓ－ＭＳＣ／Ｖ
ＬＲ　１０６－２は、分析モジュール２１０を含むことができ、ネットワーク・エンティ
ティ２０１は、要求処理モジュール２０６－１、２０６－２、および２０６－３とは別に
割振りモジュール２１２を含むことができる。ＩＭＮ　１１２、Ｓ－ＭＳＣ／ＶＬＲ　１
０６－２、およびネットワーク・エンティティ２０１は、集合的に他のモジュール２１４
と称する、他のモジュール２１４－１、２１４－２、および２１４－３をも含むことがで
きる。他のモジュール２１４は、アプリケーションおよび関数を補足するプログラムまた
はコーディングされた命令、たとえば、ＩＭＮ　１１２、Ｓ－ＭＳＣ／ＶＬＲ　１０６－
２、およびネットワーク・エンティティ２０１のオペレーティング・システム内のプログ
ラムを含むことができる。
【００７４】
　Ｓ－ＭＳＣ／ＶＬＲ　１０６－２を、ユーザの副サービス・プロバイダによって実施す
ることができる。ＩＭＮ　１１２を、デフォルト・サービス・プロバイダまたは副サービ
ス・プロバイダのいずれかによって実施することができる。もう１つの実施態様では、Ｉ
ＭＮ　１１２を、デフォルト・サービス・プロバイダおよび副サービス・プロバイダ以外
の独立のサービス・プロバイダによって実施することができる。ＩＭＮ　１１２は、独立
のネットワーク・エンティティとして図示されているが、当業者は、ＩＭＮ　１１２を、
単一のユニットとしてデフォルト・サービス・プロバイダまたは副サービス・プロバイダ
のエンティティを用いて実施することもできることを了解するはずである。
【００７５】
　本主題の一実施態様では、彼のホーム・ネットワーク内で通信サービスを利用するユー
ザが、別の国に旅行し、同一の通信サービスを利用することを望む場合がある。そのよう
なユーザは、ＩＲサービスを定要する要求を、彼のデフォルト・サービス・プロバイダに
送信することができる。たとえば、このユーザは、Ｕｎｓｔｒｕｃｔｕｒｅｄ　Ｓｕｐｐ
ｌｅｍｅｎｔａｒｙ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｄａｔａ（ＵＳＳＤ）メッセージ、ショート・サ
ービス・メッセージ（ＳＭＳ）、またはＷｉｒｅｌｅｓｓ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　Ｐ
ｒｏｔｏｃｏｌ（ＷＡＰ）プッシュ・メッセージをデフォルト・サービス・プロバイダに
送信することができる。このメッセージは、ローミング国の国際信号、滞在の持続時間、
ローミング国内の好ましいサービス・プロバイダなど、ＩＲに関する詳細を含むことがで
きる。別の実施態様では、ユーザは、Ｉｎｔｅｒａｃｔｉｖｅ　Ｖｏｉｃｅ　Ｒｅｓｐｏ
ｎｓｅ（ＩＶＲ）システム、カスタマ・ケア、またはウェブ・アプリケーションを介して
要求を送信することができる。さらに、本主題のもう１つの実施態様では、ユーザは、デ
フォルト・サービス・プロバイダに直接に要求をサブミットすることができる。当業者は
、メッセージまたは要求が、ユーザがホーム・ネットワーク内にあるかローミング国に到
着した後にユーザによって送信され得ることを了解するはずである。
【００７６】
　本主題のもう１つの実施態様では、ユーザは、副ＭＳＩＳＤＮを自動的に与えられ、対
応する副ＩＭＳＩ番号に自動的に関連付けられるものとすることができる。これを、ユー
ザがローミング国に到着し、ローミング国の通信ネットワークにラッチするや否や、ユー
ザに提供することができる。
【００７７】
　ユーザの要求を、デフォルト・サービス・プロバイダによって処理することができる。
一実施態様では、ネットワーク・エンティティ２０１の要求処理モジュール２０６－３が
、そのような要求を処理することができる。要求処理モジュール２０６－３は、受信され
た要求に基づいて、ユーザがそれに関するＩＲサービスを要求した国を判定することがで
きる。国の判定は、要求処理モジュール２０６－３が、その国内のサービス・プロバイダ
との合意の存在を識別することを可能にすることができる。すなわち、デフォルト・サー
ビス・プロバイダが、要求された国内でＩＲサービスを利用するためにユーザに副ＭＳＩ
ＳＤＮおよび副ＩＭＳＩ番号を提供できるかどうかである。
【００７８】
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　前に説明したように、デフォルト・サービス・プロバイダは、彼らのユーザに副ＭＳＩ
ＳＤＮおよび副ＩＭＳＩ番号を提供することの、他国の異なるサービス・プロバイダとの
合意を有する場合がある。この合意に基づいて、デフォルト・サービス・プロバイダおよ
び副サービス・プロバイダは、お互いの使用に関するＭＳＩＳＤＮおよびＩＭＳＩ番号の
プールを交換することができる。すなわち、合意に基づいて、副サービス・プロバイダは
、その副サービス・プロバイダに関連するＭＳＩＳＤＮおよびＩＭＳＩ番号のプールをデ
フォルト・サービス・プロバイダに供給することができる。同様に、デフォルト・サービ
ス・プロバイダも、そのデフォルト・サービス・プロバイダに関連するＭＳＩＳＤＮおよ
びＩＭＳＩ番号のプールを副サービス・プロバイダに供給することができる。
【００７９】
　デフォルト・サービス・プロバイダが、異なる国に配置される可能性がある複数のサー
ビス・プロバイダとの合意を有する可能性があることを了解されたい。さらに、デフォル
ト・サービス・プロバイダが、同一国内の複数のサービス・プロバイダとの合意を有する
可能性もある。
【００８０】
　一実施形態では、ネットワーク・エンティティ２０１の割振りモジュール２１２を、共
有されるＭＳＩＳＤＮおよびＩＭＳＩ番号のプールから副ＭＳＩＳＤＮおよび関連するＩ
ＭＳＩ番号をユーザに割り振るように構成することができる。デフォルト・サービス・プ
ロバイダと共に使用可能な異なるサービス・プロバイダに対応する複数のプールの中から
、割振りモジュール２１２が、要求内でユーザによって供給された詳細に基づいて特定の
プールを判定できることを理解されたい。たとえば、デフォルト・サービス・プロバイダ
は、まず、ユーザが旅行している可能性がある国によってプールを選抜候補に入れること
ができ、その後、ユーザが要求したサービス・プロバイダのプールを選択することができ
る。さらに、デフォルト・サービス・プロバイダが、ユーザによって要求された国内のサ
ービス・プロバイダとの合意を有しない場合には、割振りモジュール２１２は、失敗通知
をユーザに送信することができる。
【００８１】
　ユーザが、国と一緒にサービス・プロバイダのプリファレンスを全く指定しなかった場
合には、割振りモジュール２１２は、サービス・プロバイダをランダムに選択し、選択さ
れたサービス・プロバイダによって共有されるプールからＭＳＩＳＤＮおよびＩＭＳＩ番
号を割り振ることができることを理解されたい。
【００８２】
　別の実施形態では、割振りモジュール２１２は、選択されたサービス・プロバイダ（副
サービス・プロバイダ）に対応する割り振られた副ＭＳＩＳＤＮのユーザを暗に知らせる
。割り振られた副ＭＳＩＳＤＮに関連する副ＩＭＳＩ番号も割り振られるが、これは、ユ
ーザには供給されないものとすることができる。割振りモジュール２１２は、副ＭＳＩＳ
ＤＮおよび副ＩＭＳＩ番号の割振り時に、これを副サービス・プロバイダに暗に知らせる
こともできる。一実施態様では、割り振られた副ＭＳＩＳＤＮを、副サービス・プロバイ
ダのＳ－ＭＳＣ／ＶＬＲ　１０６－２に供給することができる。さらに、割振りモジュー
ル２１２は、割り振られた副ＭＳＩＳＤＮおよび副ＩＭＳＩ場号を、主ＭＳＩＳＤＮおよ
び主ＩＭＳＩ番号と一緒にＩＭＮ　１１２に送信することもできる。
【００８３】
　ＩＭＮ　１１２の構成モジュール２０８を、ユーザの主ＭＳＩＳＤＮおよび主ＩＭＳＩ
番号を割振りモジュール２１２によって供給された割り振られた副ＭＳＩＳＤＮおよび副
ＩＭＳＩ番にマッピングするように構成することができる。一実施態様では、ＩＭＮ　１
１２は、異なるＭＳＩＳＤＮおよびＩＭＳＩ番号をマッピングする前に、デフォルト・サ
ービス・プロバイダと副サービス・プロバイダとの間の合意を検証することができる。
【００８４】
　当業者は、通信デバイスが通信ネットワークのセルに入る時に、通信デバイスが、認証
され、それがラッチされるＭＳＣ／ＶＬＲに位置更新メッセージを送信することを了解す
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るはずである。認証および位置更新メッセージは、ＩＭＳＩ番号など、通信デバイスによ
って利用されるＳＩＭの詳細を含むことができる。さらに、位置更新メッセージは、他の
パラメータは別として、ラッチされたＭＳＣ、ＶＬＲ、およびＢＴＳの詳細をも含む。さ
らに、そのような詳細は、位置更新メッセージ内のＩＭＳＩ番号に基づいて、通信デバイ
スのデフォルトＨＬＲに供給される。ユーザが、非ホーム・ネットワーク内でローミング
しており、副サービス・プロバイダにラッチされつつある状況では、副サービス・プロバ
イダのＭＳＣ／ＶＬＲは、ＩＭＳＩ番号に基づいて、ユーザに関連するデフォルトＨＬＲ
の位置更新メッセージを供給することができる。
【００８５】
　本主題の１つの実施態様では、Ｓ－ＭＳＣ／ＶＬＲ　１０６－２などの副サービス・プ
ロバイダのＭＳＣ／ＶＬＲを、ＩＭＮ　１１２に認証メッセージを送信するように構成さ
れ得る。認証メッセージを、デフォルト・サービス・プロバイダへの加入に基づいて、ユ
ーザを認証するために送信することができる。前記実施態様では、要求処理モジュール２
０６－２は、認証メッセージを受信し、Ｄ－ＨＬＲ　１０８－１など、ユーザのデフォル
トＨＬＲに転送することができる。前記実施態様では、認証時に、Ｄ－ＨＬＲ　１０８－
１は、ＩＭＮ　１１２への成功の認証の確認を送信することができ、ここで、確認を、要
求処理モジュール２０６－２による要求によってＳ－ＭＳＣ／ＶＬＲ　１０６－２に転送
することができる。
【００８６】
　もう１つの実施態様では、Ｓ－ＭＳＣ／ＶＬＲ　１０６－２などの副サービス・プロバ
イダのＭＳＣ／ＶＬＲをユーザのデフォルトＨＬＲ　１０８－１ではなくＩＭＮ　１１２
に、ＩＲを利用しているユーザの位置更新メッセージを提供するように構成することがで
きる。言い替えると、ユーザの主ＩＭＳＩに基づいて、Ｓ－ＭＳＣ／ＶＬＲ　１０６－２
は、デフォルト・サービス・プロバイダのＤ－ＨＬＲ　１０８－１などのデフォルトＨＬ
Ｒではなく、ＩＭＮ　１１２にユーザの位置更新メッセージを送信することができる。前
記実施態様では、Ｓ－ＭＳＣ／ＶＬＲ　１０６－２の要求処理モジュール２０６－２は、
セル内の異なるユーザから位置更新メッセージを受信する可能性がある。さらに、分析モ
ジュール２１０は、割振りモジュール２１２から受信したマッピングされたＭＳＩＳＤＮ
およびＩＭＳＩ番号に基づいて、ユーザからであるべき位置更新メッセージを識別するこ
とができる。同様に、分析モジュール２１０は、ＭＳＩＳＤＮおよびＩＭＳＩ番号のマッ
ピングに基づいて、ユーザのデフォルトＨＬＲに位置更新メッセージを送信することもで
きる。これは、ＭＳＣ／ＶＬＲ　１０６－２にラッチされたユーザが、そのホーム・ネッ
トワーク内にある、すなわち、副サービス・プロバイダの加入者であるか、ユーザが、Ｉ
Ｒを利用しており、副ＭＳＩＳＤＮおよび副ＩＭＳＩ番号を割り振られていないかのいず
れかの状況で発生し得る。
【００８７】
　前に説明したように、割り振られた副ＭＳＩＳＤＮおよび副ＩＭＳＩ番号を有するユー
ザに関して、位置更新メッセージは、要求処理モジュール２０６－２によってＩＭＮ　１
１２に転送される。一実施態様では、ＩＭＮ　１１２の構成モジュール２０８は、受信さ
れたオリジナルの位置更新メッセージに基づいてダミー位置更新メッセージを作成するよ
うに構成される。構成モジュール２０８は、前記実施態様では、ダミー位置更新メッセー
ジが副ＩＭＳＩ番号からなるＳＩＭを用いてコマンド・デバイスから生成されたように見
える形でダミー位置更新メッセージを構成することができる。このために、構成モジュー
ル２０８を、ダミー・ルックアップ更新メッセージを生成するためにオリジナル位置更新
メッセージの詳細をコピーするように構成することができる。
【００８８】
　もう１つの実施態様では、構成モジュール２０８は、ダミー位置更新メッセージ内の主
ＩＭＳＩ番号の代わりに、副ＩＭＳＩ番号を置換することができる。さらに、構成更新メ
ッセージは、ＭＳＣアドレスおよびＶＬＲアドレスの代わりのＩＭＮ　１１２のアドレス
を置換することもできる。構成モジュール２０８によって実行された置換の後に、ＩＭＮ
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　１１２は、オリジナルの位置更新メッセージおよびダミー位置更新メッセージという２
つの位置更新メッセージを含む。
【００８９】
　ＩＭＮ　１１２の構成モジュール２０８は、オリジナルの位置更新メッセージを、デフ
ォルト・サービス・プロバイダによって実施されるユーザのデフォルトＨＬＲに送信する
ことができる。さらに、構成モジュール２０８は、Ｓ－ＨＬＲ　１０８－２など、副サー
ビス・プロバイダのＨＬＲにダミー位置更新メッセージを送信することができる。言い替
えると、構成モジュール２０８は、２つの異なる位置更新メッセージを、１つはユーザに
関連するデフォルトＨＬＲに、もう１つは副サービス・プロバイダの副ＨＬＲに送信する
ことができる。
【００９０】
　もう１つの実施態様では、要求処理モジュール２０６－１を、送信された位置更新メッ
セージの応答を処理するように構成することもできる。位置更新メッセージがＩＭＮ　１
１２によって送信されたので、応答が、ＩＭＮ　１１２によって受信されるはずであるこ
とを理解されたい。前記実施態様では、デフォルトＨＬＲ　１０８－１および副サービス
・プロバイダのＨＬＲ　１０８－２によって送信された応答を、ＩＭＮ　１１２によって
インターセプトすることができる。要求処理モジュール２０６－１は、デフォルト・サー
ビス・プロバイダからの応答をインターセプトすることができ、Ｓ－ＭＳＣ／ＶＬＲ　１
０６－２など、ユーザがラッチされているＭＳＣ／ＶＬＲにこれを転送しないものとする
ことができる。そのようなシナリオでは、Ｄ－ＨＬＲ　１０８－１に送信された位置更新
メッセージに関する応答の肯定応答および他のメッセージを、ＩＭＮ　１１２とデフォル
ト・サービス・プロバイダのエンティティとの間で交換することができる。
【００９１】
　さらに、要求処理モジュール２０６－１は、副ＨＬＲからの応答を、Ｓ－ＭＳＣ／ＶＬ
Ｒ　１０６－２など、ユーザがラッチされているＭＳＣ／ＶＬＲに転送することができる
。たとえば、副ＨＬＲは、ユーザに割り振られた副ＩＭＳＩ番号および副ＭＳＩＳＤＮを
含むＩＳＤメッセージを送信することができる。要求処理モジュール２０６－１は、この
ＩＳＤメッセージをＳ－ＭＳＣ／ＶＬＲ　１０８－２に供給して、ユーザの副プロファイ
ルを用いてＳ－ＭＳＣ／ＶＬＲを更新することを可能にすることができる。Ｓ－ＭＳＣ／
ＶＬＲ　１０８－２を用いるユーザの副プロファイルの更新は、副ＭＳＩＳＤＮなどのユ
ーザの副プロファイルとのユーザの主ＩＭＳＩ番号のマッピングを可能にすることができ
る。そのようなシナリオでは、ＩＭＮ　１１２は、Ｓ－ＭＳＣ／ＶＬＲ　１０８－２と副
ＨＬＲとの間のブリッジとして働いて、ユーザ副プロファイルの更新のための２つのエン
ティティの間の通信およびＳ－ＭＳＣ／ＶＬＲ　１０８－２での副ＭＳＩＳＤＮとのユー
ザの主ＩＭＳＩ番号のマッピングを容易にすることができる。
【００９２】
　一実施態様では、ＭＯ呼およびＭＯショート・メッセージ・サービス（ＳＭＳ）など、
ローミング国内でユーザによって利用される通信サービスは、Ｓ－ＭＳＣ／ＶＬＲ　１０
８－２など、ユーザがラッチされているＭＳＣ／ＶＬＲによって受信されるはずである。
そのようなシナリオでは、Ｓ－ＭＳＣ／ＶＬＲ　１０８－２の要求処理モジュール２０６
－２は、やはりユーザに関連する主ＩＭＳＩ番号に基づいて、ユーザの通信サービス要求
を開始することができる。これは、ユーザが、ローミングしている間にローカル料金で通
信サービスを利用することを可能にすることができる。さらに、ユーザによって要求され
た通信サービスを、当技術分野で既知の技法に基づいて、副サービス・プロバイダによっ
て提供することができ、ここで、ユーザは、Ｈｏｍｅ　Ｐｕｂｌｉｃ　Ｌａｎｄ　Ｍｏｂ
ｉｌｅ　Ｎｅｔｗｏｒｋ（ＨＰＬＭＮ）内にあると考えられる。
【００９３】
　ローミング国内で通信サービスを利用している間に、ユーザは、呼およびＳＭＳを受信
することができる。一般に、そのような呼およびＳＭＳを、ＭＴ呼およびＭＴ　ＳＭＳと
称する。ユーザは、２つのＭＳＩＳＤＮを利用しているはずなので、任意のそのようなＭ
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Ｔ呼およびＭＴ　ＳＭＳを、ＭＳＩＳＤＮのいずれかで終端するものとすることができる
。主ＭＳＩＳＤＮでのＭＴ呼およびＭＴ　ＳＭＳは、デフォルトＨＬＲが、Ｓ－ＭＳＣ／
ＶＬＲ　１０６－２などのサービングＭＳＣ／ＶＬＲと一緒にユーザの現在位置を保持す
るので、デフォルト・サービス・プロバイダを介してユーザに直接にルーティングされ得
る。
【００９４】
　しかし、副ＭＳＩＳＤＮでのユーザに関するＭＴ呼およびＭＴ　ＳＭＳがある場合には
、ユーザは、直接には連絡されない場合がある。というのは、ユーザならびに彼の副ＭＳ
ＩＳＤＮおよび副ＩＭＳＩ番号に関連するＳ－ＨＬＲ　１０８－２が、ユーザがラッチさ
れている実際のＳ－ＭＳＣ／ＶＬＲ　１０６－２の詳細を含まないからである。そうでは
なく、Ｓ－ＨＬＲ　１０８－２は、ＩＭＮ　１１２のアドレスを含む。したがって、本主
題の一実施態様では、副ＭＳＩＳＤＮでのユーザに関するすべてのＭＴ呼およびＭＴ　Ｓ
ＭＳを、ユーザに関連する副ＨＬＲによってＩＭＮ　１１２に転送することができる。当
業者は、任意のユーザへのＭＴ呼／ＳＭＳが、ユーザのＭＳＩＳＤＮが属するサービス・
プロバイダのゲートウェイによって接続されることを了解するはずである。この手順は、
当技術分野で周知なので、その詳細は、簡潔さのために省略されている。
【００９５】
　本主題のもう１つの実施態様では、ＩＭＮ　１１２は、ＭＴ呼／ＳＭＳパラメータを変
更し、Ｓ－ＭＳＣ／ＶＬＲ　１０６－２など、ユーザがラッチされているＭＳＣ／ＶＬＲ
に要求を転送することができる。前記実施態様では、構成モジュール２０８を、ＭＴ呼／
ＳＭＳのＩＭＳＩ番号を変更するように構成することができる。ＭＴ呼／ＳＭＳは、副Ｍ
ＳＩＳＤＮ上のユーザに関するので、ＩＭＮ　１１２によって受信される要求は、副ＭＳ
ＩＳＤＮに関連する副ＩＭＳＩ番号を含むはずである。構成モジュール２０８は、副ＩＭ
ＳＩ番号に関連する主ＩＭＳＩ番号を識別し、副ＩＭＳＩ番号を識別された主ＩＭＳＩ番
号に置換して、変更されたＭＴ呼／ＳＭＳ要求を生成することができる。
【００９６】
　さらに、ＩＭＮ　１１２の要求処理モジュール２０６－１は、Ｓ－ＭＳＣ／ＶＬＲ　１
０６－２など、ユーザがラッチされているＭＳＣ／ＶＬＲに、変更されたＭＴ呼／ＳＭＳ
要求を転送することができる。要求は、主ＩＭＳＩ番号を含むことができるので、Ｓ－Ｍ
ＳＣ／ＶＬＲ　１０６－２は、主ＩＭＳＩ番号を組み込まれたＳＩＭを利用するユーザの
通信デバイスとの接続を直接に確立することができる。もう１つの実施態様では、ユーザ
の副ＨＬＲからのＭＴ呼／ＳＭＳ要求が変更される形、ＩＭＮ　１１２の構成モジュール
２０８は、同一の形でＳ－ＭＳＣ／ＶＬＲ　１０６－２から受信した応答を変更すること
もできる。そのようなシナリオで、変更を、副ＩＭＳＩ番号によって主ＩＭＳＩ番号を変
更することによって実行できることを了解されたい。
【００９７】
　ユーザとの接続を確立するシグナリング手順中に、用いられる異なるエンティティは、
従来技術で既知の形と同一の形でＣＡＭＥＬコール・フローに従うことができる。したが
って、その詳細は、簡潔さのために省略されている。
【００９８】
　本主題のもう１つの実施態様では、ローミング国内で通信サービスを利用するユーザは
、Ｇｌｏｂａｌ　Ｐａｃｋｅｔ　Ｒａｄｉｏ　Ｓｅｒｖｉｃｅ（ＧＰＲＳ）を利用するこ
ともできる。ユーザは、副ＭＳＩＳＤＮを利用して、ローカル料金でローミング国内でＧ
ＰＲＳによって提供される通信サービスを利用することができる。前記実施態様では、Ｉ
ＭＮ　１１２は、２つのＭＳＩＳＤＮおよび２つのＩＭＳＩ番号を有するユーザのモバイ
ル接続性を容易にするために、ＩＭＳＩ番号マッピング・ノードとして働くことができる
。当業者によって理解されるように、ＧＰＲＳ位置更新メッセージが、前に説明した位置
更新メッセージに似て、ユーザにサービスするＳｅｒｖｉｎｇ　ＧＰＲＳ　Ｓｕｐｐｏｒ
ｔ　Ｎｏｄｅ（ＳＧＳＮ）の番号およびアドレスを用いてユーザのＤ－ＨＬＲ　１０８－
１を更新するのに利用される。
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【００９９】
　一実施態様では、位置更新メッセージの変更に似て、ＩＭＮ　１１２は、ＧＰＲＳ位置
更新メッセージを変更することもできる。構成モジュール２０８は、主ＩＭＳＩ番号を副
ＩＭＳＩ番号に置換することによって、ダミーＧＰＲＳ位置更新メッセージを生成するこ
とができる。さらに、構成モジュール１０８は、ダミーＧＰＲＳ位置更新メッセージ内の
ＳＧＳＮの番号およびアドレスを、ＩＭＮ　１１２のアドレスに置換することもできる。
前に説明した位置更新メッセージの手順に似て、要求処理モジュール２０８は、最初に受
信されたＧＰＲＳ位置更新メッセージをユーザのＤ－ＨＬＲ　１０８－１に送信すること
ができる。さらに、要求処理モジュール２０６－１は、ダミーＧＰＲＳ位置更新メッセー
ジをＳ－ＨＬＲ　１０８－２に送信することができる。
【０１００】
　異なるＧＰＲＳ位置更新メッセージを異なるＨＬＲに送信する時に、ＧＰＲＳに基づく
通信サービスを、ＭＯ／ＭＴ呼およびＭＯ／ＭＴ　ＳＭＳに関して説明したものに似た形
でユーザに提供することができる。ＩＭＮ　１１２は、主ＩＭＳＩおよび副ＩＭＳＩをマ
ッピングして、ユーザに、主ＭＳＩＳＤＮと副ＭＳＩＳＤＮとの両方に、モバイル接続性
を提供する。
【０１０１】
　主ＩＭＳＩ番号および主ＭＳＩＳＤＮと副ＩＭＳＩ番号および副ＭＳＩＳＤＮとの間の
マッピングに基づいて、ＩＭＮ　１１２は、ＵＳＳＤインターフェースを介して走行する
アプリケーションおよびＧＰＲＳアプリケーションなど、複数の異なるアプリケーション
を実施することができる。ＩＭＮ　１１２は、提供されるＵＳＳＤアプリケーションをサ
ポートするために、ユーザのＤ－ＨＬＲ　１０８－１またはユーザのＳ－ＨＬＲ　１０８
－２のいずれかに連絡するように構成され得る。さらに、ＩＭＮ　１１２は、自動転送、
通話中着信、および通話制限など、補足サービスをサポートすることもできる。
【０１０２】
　図３（ａ）、３（ｂ）、および３（ｃ）に、本主題の実施形態による、ローミングして
いる間にユーザにモバイル接続性を提供する手順を示すコールフロー図を示す。コールフ
ロー図内で使用されるさまざまな矢印インジケータは、Ｓ－ＭＳＣ／ＶＬＲ　１０６－２
、ＩＭＮ　１１２、Ｄ－ＨＬＲ　１０８－１、およびＳ－ＨＬＲ　１０８－２の間の情報
の転送を示す。多くの場合に、送信する局および交換する局を含めて、図示されたもの以
外の複数のネットワーク・エンティティがエンティティの間に存在する可能性があるが、
それらは、明瞭さのために省略されている。同様に、さまざまな肯定応答および確認のネ
ットワーク応答も、明瞭さのために省略されている。
【０１０３】
　図２に示されたＳ－ＭＳＣ／ＶＬＲ　１０６－２、ＩＭＮ　１１２、およびネットワー
ク・エンティティ２０１の異なるコンポーネントが、図３（ａ）、３（ｂ）、および３（
ｃ）に表されたコール・フローを参照して説明されたが、Ｓ－ＭＳＣ／ＶＬＲ　１０６－
２、ＩＭＮ　１１２、およびネットワーク・エンティティ２０１を、本主題の範囲および
趣旨から逸脱せずに異なる形で実施できることを理解されたい。図３（ａ）、３（ｂ）、
および３（ｃ）の説明は、図２に示されたエンティティを参照するが、通信ネットワーク
の複数の他のエンティティも、図３（ａ）、３（ｂ）、および３（ｃ）を参照して説明さ
れ、当業者によって了解されるはずである。また、図３（ａ）、３（ｂ）、および３（ｃ
）の説明は、ＧＳＭネットワークに関して提供されたが、サービス・プロバイダの動的な
切替を、他のネットワークのために、たとえばＣＤＭＡネットワークのために実施するこ
ともできることを理解されたい。
【０１０４】
　図３（ａ）は、本主題の実施態様による、ローミングしている間にユーザにモバイル接
続性を提供する位置更新手順のコール・フローを表す。一実施態様では、位置更新手順の
コール・フローは、Ｓ－ＭＳＣ／ＶＬＲ　１０６－２、ＩＭＮ　１１２、Ｄ－ＨＬＲ　１
０８－１、およびＳ－ＨＬＲ　１０８－２を参照して説明された。前記実施態様では、Ｉ
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Ｒを利用し、通信ネットワークにラッチされたユーザを識別した時に、Ｓ－ＭＳＣ／ＶＬ
Ｒ　１０６－２は、位置更新手順を開始することができる。ステップ３００では、Ｓ－Ｍ
ＳＣ／ＶＬＲ　１０６－２は、ＬＵ＿Ｉ（ＩＭＳＩ＿Ｐ）ＴＣ－ＢＥＧメッセージをＩＭ
Ｎ　１１２に送信することができる。前に説明したように、Ｓ－ＭＳＣ／ＶＬＲ　１０６
－２は、位置更新メッセージがＩＭＳＩ番号に関連するデフォルトＨＬＲの代わりにＩＭ
Ｎ　１１２に送信されるすべてのＩＭＳＩ番号を含むことができる。一実施態様では、そ
のようなＩＭＳＩ番号を、ユーザに副ＭＳＩＳＤＮおよび副ＩＭＳＩ番号を割り振った異
なるサービス・プロバイダによってＳ－ＭＳＣ／ＶＬＲ　１０６－２に供給することがで
きる。ステップ３００で送信された位置更新メッセージは、ユーザの主ＩＭＳＩ番号すな
わちＩＭＳＩ＿Ｐを含むことができる。
【０１０５】
　前に説明したように、本主題の一実施態様では、ＩＭＮ　１１２は、ステップ３００で
受信される位置更新メッセージに似たダミー位置更新メッセージを生成することができる
。前記実施態様では、ＬＵ＿Ｐ＿Ｉ（ＩＭＳＩ＿Ｐ）ＴＣ－ＢＥＧメッセージすなわち、
ＩＭＮ　１１２によって受信されるオリジナルの位置更新メッセージを、ステップ３０２
で、Ｄ－ＨＬＲ　１０８－１などのユーザのデフォルトＨＬＲに送信することができる。
同様に、ステップ３０４では、ＬＵ＿Ｓ＿Ｉ（ＩＭＳＩ＿Ｓ）ＴＣ－ＢＥＧすなわち、ダ
ミー位置更新メッセージを、ＩＭＮ　１１２によってＳ－ＨＬＲ　１０８－２などの副Ｈ
ＬＲに送信することができる。ステップ３０４で送信されるダミー位置更新メッセージは
、主ＩＭＳＩ番号の代わりに副ＩＭＳＩ番号ＩＭＳＩ＿Ｓを含むことができる。さらに、
ダミー位置更新メッセージは、Ｓ－ＭＳＣ／ＶＬＲ　１０６－２のアドレスではなくサー
ビングＭＳＣおよびＶＬＲとしてＩＭＮ　１１２のアドレスを含むこともできる。
【０１０６】
　ステップ３０６では、Ｄ－ＨＬＲ　１０８－１が、ＩＳＤ＿Ｐ＿ＩＴＣ－ＣＯＮメッセ
ージすなわち、ユーザのプロファイルに対応する開始ＩＳＤメッセージをＩＭＮ　１１２
に送信することもできる。さらに、ＩＭＮ　１１２は、ステップ３０８でのＩＳＤメッセ
ージに対する応答として、ＩＳＤ＿Ｐ＿ＲＴＣ－ＣＯＮメッセージをＤ－ＨＬＲ　１０８
－１に送信することができる。ＩＭＮ　１１２とＤ－ＨＬＲ　１０８－１との間のメッセ
ージの交換が、主ＩＭＳＩ番号ＩＭＳＩ＿Ｐに基づくことを了解されたい。ＩＭＮ　１１
２とＤ－ＨＬＲ　１０８－１との間でのＩＳＤメッセージの交換の時に、Ｄ－ＨＬＲ　１
０８－１は、ステップ３１０での位置更新手順の完了を確認するＥＮＤメッセージとして
、ＬＵ＿Ｐ＿ＲＴＣ－ＥＮＤをＩＭＮ　１１２に送信することができる。
【０１０７】
　もう１つの実施態様では、ステップ３１２で、Ｓ－ＨＬＲ　１０８－２が、ステップ３
０４で受信されたダミー位置更新メッセージに応答するＩＳＤメッセージとしてＩＳＤ＿
Ｓ＿ＴＣ－ＣＯＮを送信することもできる。Ｄ－ＨＬＲ　１０８－２とＩＭＮ　１１２と
の間のＩＳＤメッセージの交換を、ユーザに割り振られた副ＩＭＳＩ番号（ＩＭＳＩ＿Ｓ
）に基づくものとすることができる。Ｓ－ＨＬＲ　１０８－２との間のＩＳＤメッセージ
の交換のために、ＩＭＮ　１１２は、ファシリテータ（ｆａｃｉｌｉｔａｔｏｒ）として
働くことができ、ここで、Ｓ－ＨＬＲ　１０８－２によって送信されたＩＳＤメッセージ
は、ＩＭＮ　１１２によってＳ－ＭＳＣ／ＶＬＲ　１０６－２に転送され、逆も同様であ
る。したがって、ＩＭＮ　１１２は、ステップ３１４で、Ｓ－ＨＬＲ　１０８－２から受
信したＩＳＤメッセージをＳ－ＭＳＣ／ＶＬＲ　１０６－２に転送することができる。同
様に、ステップ３１６に送信されたＳ－ＭＳＣ／ＶＬＲ　１０６－２の応答を、ステップ
３１８でＳ－ＨＬＲ　１０８－２に転送することができる。最後に、ＩＭＮは、ステップ
３２０にＳ－ＨＬＲ　１０８－２によって送信された位置更新完了メッセージを、ステッ
プ３２２でＳ－ＭＳＣ／ＶＬＲ　１０６－２に転送することもできる。
【０１０８】
　図３（ｂ）は、本主題の実施態様による、ユーザがローミングしている間の副ＭＳＩＳ
ＤＮ上でのユーザに関するＭＴ呼のコール・フローを表す。一実施態様では、位置更新手
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順のコール・フローが、以下でＳ－Ｇ－ＭＳＣと称する副サービス・プロバイダのＧａｔ
ｅｗａｙ　ＭＳＣ（Ｇ－ＭＳＣ）、ＩＭＮ　１１２、Ｓ－ＨＬＲ　１０８－２、およびＳ
－ＭＳＣ／ＶＬＲ　１０６－２を参照して説明された。
【０１０９】
　一実施態様では、副サービス・プロバイダを介してローミング国内で通信サービスを利
用するユーザは、彼に割り振られた副ＭＳＩＳＤＮ上でＭＴ呼を受信することができる。
副ＭＳＩＳＤＮが、副サービス・プロバイダに関連するので、ＭＴ呼が、Ｓ－Ｇ－ＭＳＣ
などの副サービス・プロバイダのｇａｔｅｗａｙ　ＭＳＣに向けられるはずであることを
理解されたい。前記実施態様では、ユーザに関するＭＴ呼要求は、ステップ３３０でＳ－
Ｇ－ＭＳＣによって受信される。ＭＴ呼要求は、Ｉｎｉｔｉａｌ　Ａｄｄｒｅｓｓ　Ｍｅ
ｓｓａｇｅ（ＩＡＭ）の要求ＩＡＭ（ＭＳＩＳＤＮ＿Ｓ）によって示されるように、ユー
ザに関連する副ＭＳＩＳＤＮ（ＭＳＩＳＤＮ＿Ｓ）を含むことができる。ＩＡＭ要求を受
信した時に、Ｓ－Ｇ－ＭＳＣは、ＳＲＩ＿Ｓ要求の形で、副ＭＳＩＳＤＮに関連するＳ－
ＨＬＲ　１０８－２などのＳ－ＨＬＲ　１０８－２に関するＭＡＰメッセージを生成する
ことができる。ステップ３３２で、ＳＲＩ＿Ｓ（ＭＳＩＳＤＮ＿Ｓ）ＴＣ－ＢＥＧを、Ｓ
－ＨＬＲ　１０８－２によって受信することができる。
【０１１０】
　前に説明したように、副サービス・プロバイダのＳ－ＨＬＲ　１０８－２は、ダミー位
置更新メッセージを送信され、したがって、Ｓ－ＨＬＲ　１０８－２は、ユーザがラッチ
されているＳ－ＭＳＣ／ＶＬＲ　１０６－２ではなくＩＭＮ　１１２のアドレスを保持す
る。したがって、Ｓ－ＨＬＲ　１０８－２は、ＰＲＮ＿Ｓの形のＭＡＰメッセージをＩＭ
Ｎ　１１２に送信することができる。さらに、ＩＭＮ　１１２は、ＭＡＰメッセージ内に
、ユーザの副ＭＳＩＳＤＮに関連する副ＩＭＳＩ番号を含めることができる。したがって
、ステップ３３４で、ＰＲＮ＿Ｓ（ＩＭＳＩ＿Ｓ）ＴＣ－ＢＥＧ　ＭＡＰメッセージをＩ
ＭＮ　１１２に送信することができる。
【０１１１】
　一実施態様では、ＩＭＮ　１１２は、ユーザがラッチされているＭＳＣ／ＶＬＲに要求
を転送する前に、ＭＡＰメッセージ内の副ＩＭＳＩ番号を主ＩＭＳＩ番号にマッピングす
ることができる。ステップ３３６で、ＩＭＮは、ＭＡＰメッセージＰＲＮ＿Ｐ（ＩＭＳＩ
＿Ｐ）ＴＣ－ＢＥＧをＳ－ＭＳＣ／ＶＬＲ　１０６－２に送信することができる。前記実
施態様では、ＭＡＰメッセージＰＲＮ＿Ｐ（ＩＭＳＩ＿Ｐ）ＴＣ－ＢＥＧは、Ｓ－ＭＳＣ
／ＶＬＲ　１０６－２がそれに基づいてユーザの通信デバイス１０２との接続を確立でき
る主ＩＭＳＩ番号を含むはずである。当業者は、ユーザが主ＩＭＳＩ番号を含むＳＩＭを
利用しているので、ＩＭＮ　１１２による主ＩＭＳＩ番号への副ＩＭＳＩ番号のマッピン
グが行われることを理解するはずである。したがって、Ｓ－ＭＳＣ／ＶＬＲ　１０６－２
がユーザとの接続を確立するために、要求が、ユーザの主ＩＭＳＩ番号に基づいて通信さ
れる。
【０１１２】
　Ｓ－ＭＳＣ／ＶＬＲ　１０６－２は、ステップ３３６で受信されたＰＲＮ要求に対する
応答を送信することができる。一実施態様では、応答は、ステップ３３８でＳ－ＭＳＣ／
ＶＬＲ　１０６－２によって送信されるフォーマットＰＲＮ＿Ｐ＿Ｒ（ＭＳＲＮ＿Ｓ）Ｔ
Ｃ－ＥＮＤの動的に生成されたＭｏｂｉｌｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ　Ｒｏａｍｉｎｇ　Ｎｕｍ
ｂｅｒ（ＭＳＲＮ）を含むことができる。ＩＭＮ　１１２は、ステップ３４０で、将来の
使用のためにＭＳＲＮを保存する時に、応答をＳ－ＨＬＲ　１０８－２に転送することが
できる。Ｓ－ＨＬＲ　１０８－２は、やはり将来の使用のためにＭＳＲＮを保存し、ステ
ップ３４２で応答をＳ－Ｇ－ＭＳＣに転送することができる。さらに、Ｓ－Ｇ－ＭＳＣは
、やはりＭＳＲＮを保存し、これを、ステップ３４４で、ＩＡＭ（被呼ＭＳＲＮ）などの
ＩＡＭ応答と一緒にＭＳＲＮと共に被呼当事者に送信することができる。上で説明した手
順の完了時に、ユーザのＭＴ呼を、ユーザに直接にルーティングすることができる。
【０１１３】
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　図３（ｃ）は、本主題の実施態様による、ユーザがローミングしている間の副ＭＳＩＳ
ＤＮ上でのユーザに関するＭＴ　ＳＭＳのコール・フローを表す。一実施態様では、位置
更新手順のコール・フローは、以下でＯ－ＳＭＳＣと称する、ＳＭＳ開始当事者のために
働くサービス・プロバイダのＳｈｏｒｔ　Ｍｅｓｓａｇｅ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｃｅｎｔｅ
ｒ（ＳＭＳＣ）、ＩＭＮ　１１２、Ｓ－ＨＬＲ　１０８－２、およびＳ－ＭＳＣ／ＶＬＲ
　１０６－２を参照して説明された。
【０１１４】
　本主題の一実施態様では、ユーザの副ＭＳＩＳＤＮ上でＳＭＳを終了する試みがある時
に、開始する当事者のＯ－ＳＭＳＣは、Ｓ－ＨＬＲ　１０８－２など、ユーザの副ＭＳＩ
ＳＤＮに関連するＨＬＲに連絡することができる。ステップ３６０で、Ｏ－ＳＭＳＣは、
ＳＲＩＳＭ＿Ｓ（ＭＳＩＳＤＮ＿Ｓ）ＴＣ－ＢＥＧメッセージをＳ－ＨＬＲ　１０８－２
に送信することができる。ステップ３６０でＯ－ＳＭＳＣからそのようなメッセージを受
信する時に、Ｓ－ＨＬＲ　１０８－２は、副ＭＳＩＳＤＮに関連する副ＩＭＳＩ番号およ
びユーザがラッチされているＭＳＣ／ＶＬＲのアドレスをＯ－ＳＭＳＣに送信することが
できる。位置更新手順中に、Ｓ－ＨＬＲ　１０８－２が、ダミー位置更新メッセージを受
信するので、ユーザがラッチされているＭＳＣ／ＶＬＲのアドレスは、ＩＭＮ　１１２の
アドレスである。したがって、Ｓ－ＨＬＲ　１０８－２は、ステップ３６２で、ユーザの
副ＩＭＳＩ番号およびＭＳＣ＿ＳアドレスとしてＩＭＮ　１１２のアドレスを含むことが
できる、ＳＲＩＳＭ＿Ｓ＿Ｒ（ＭＳＣ＿Ｓ，ＩＭＳＩ＿Ｓ）ＴＣ－ＥＮＤ応答をＯ－ＳＭ
ＳＣに送信することができる。
【０１１５】
　ステップ３６２で受信された応答に基づいて、Ｏ－ＳＭＳＣは、ＭＳＣ／ＶＬＲアドレ
スおよびＩＭＳＩ番号を保存することができる。これらの詳細は、受信されたアドレスす
なわちＩＭＮ　１１２に送信されるＦＷＳＭメッセージの「ＳＭ　ＲＰ　ＤＡ」パラメー
タ内でＯ－ＳＭＳＣによって利用され得る。ステップ３６４では、Ｏ－ＳＭＳＣが、ＦＷ
ＳＭ＿Ｓ（ＩＭＳＩ＿Ｓ）ＴＣ－ＢＥＧメッセージをＩＭＮ　１１２に送信することがで
きる。ＩＭＮ　１１２は、副ＩＭＳＩ番号と一緒にユーザに関するそのようなメッセージ
を受信することができ、受信された副ＩＭＳＩ番号を対応する関連する主ＩＭＳＩ番号に
マッピングすることができる。受信された副ＩＭＳＩ番号に対応する主ＩＭＳＩ番号の識
別時に、ＩＭＮ　１１２は、ユーザがラッチされているＳ－ＭＳＣ／ＶＬＲ　１０６－２
に、ＦＷＳＭ＿Ｐ（ＩＭＳＩ＿Ｐ）ＴＣ－ＢＥＧメッセージを送信することができる。こ
のメッセージは、要求のＩＭＳＩ＿Ｐパラメータによって示されるように、ユーザに関連
する主ＩＭＳＩ番号を含むことができる。
【０１１６】
　ステップ３６８では、Ｓ－ＭＳＣ／ＶＬＲ　１０６－２は、ＦＷＳＭ＿Ｐ＿Ｒ　ＴＣ－
ＥＮＤの形で、ステップ３６６で受信されたメッセージに対する応答を送信することがで
きる。ＩＭＮ　１１２は、副ＩＭＳＩ番号および副ＭＳＩＳＤＮ詳細に応答して主ＩＭＳ
Ｉ番号および主ＭＳＩＳＤＮに関連するパラメータを置換し、ステップ３７０で、ＦＷＳ
Ｍ＿Ｓ＿Ｒ　ＴＣ－ＥＮＤの形で応答をＯ－ＳＭＳＣに転送することができる。
【０１１７】
　主ＩＭＳＩ番号および副ＩＭＳＩ番号と、主ＭＳＩＳＤＮおよび副ＭＳＩＳＤＮとを利
用するユーザが、副ＭＳＩＳＤＮ上でＳＧＳＮを介してＭＴ－ＳＭＳを受信することが、
発生する可能性がある。そのような状況では、本主題の実施態様によれば、従われる手順
は、図３（ｃ）で説明されたコール・フローに類似するものとすることができ、ここで、
Ｓ－ＭＳＣ／ＶＬＲ　１０６－２ではなく、ＩＭＮが、ユーザに関連するＳＧＳＮに連絡
することができる。当業者は、ステップ３６６および３６８で、用いられるエンティティ
が、ＩＭＮ　１１２およびＳ－ＭＳＣ／ＶＬＲ　１０６－２ではなく、ＩＭＮ　１１２お
よびＳＧＳＮである可能性があることを了解するはずである。コール・フローの残りは、
同一のままである可能性があるので、その詳細は、簡潔さのために省略されている。
【０１１８】
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　図４（ａ）、４（ｂ）、および４（ｃ）に、本主題の実施形態による、ローミング時に
ユーザに通信ネットワーク内のモバイル接続性を提供する方法４００、４４０、および４
８０を示す。方法が説明される順序は、限定として解釈されることを意図されたものでは
なく、任意の個数の説明される方法ブロックを、任意の順序で組み合わせて、方法４００
、４４０、および４８０または代替の方法を実施することができる。さらに、個々のブロ
ックを、本明細書で説明される主題の趣旨および範囲から逸脱せずに、方法から削除する
ことができる。さらに、方法を、任意の適切なハードウェア、ソフトウェア、ファームウ
ェア、またはその組合せで実施することができる。
【０１１９】
　方法（１つまたは複数）を、完全にまたは部分的に、コンピュータ実行可能命令の全般
的な文脈で説明することができる。一般に、コンピュータ実行可能命令は、特定の機能を
実行するか特定の抽象データ型を実施するルーチン、プログラム、オブジェクト、コンポ
ーネント、データ構造、手続き、モジュール、関数などを含む。この方法を、機能が通信
ネットワークを介してリンクされたリモート処理デバイスによって実行される分散コンピ
ューティング環境で実践することもできる。分散コンピューティング環境では、コンピュ
ータ実行可能命令を、メモリ・ストレージ・デバイスを含む、ローカルとリモートとの両
方のコンピュータ記憶媒体内に配置することができる。
【０１２０】
　当業者は、この方法のステップを、プログラムされたコンピュータによって実行できる
ことをたやすく了解する。本明細書では、いくつかの実施形態は、プログラム記憶デバイ
ス、たとえば、機械可読またはコンピュータ可読であり、命令の機械実行可能またはコン
ピュータ実行可能なプログラムを符号化するディジタル・データ記憶媒体を含むことも意
図され、前記命令は、説明される方法のステップの一部またはすべてを実行する。プログ
ラム記憶デバイスは、たとえば、ディジタル・メモリ、磁気ディスクまたは磁気テープな
どの磁気記憶媒体、または光学的に可読のディジタル・データ記憶媒体とすることができ
る。実施形態は、例示的な方法の前記ステップを実行するように構成された通信ネットワ
ークと通信デバイスとの両方を包含することも意図されている。
【０１２１】
　図４（ａ）を参照すると、方法４００を、ネットワーク・エンティティ２０１などのデ
フォルト・サービス・プロバイダのエンティティによって実施することができる。ブロッ
ク４０２では、ユーザからの国際ローミング（ＩＲ）要求を受信することができ、ここで
、要求は、少なくともローミング国および好ましいサービス・プロバイダを含む。本主題
の一実施態様では、要求を送信するユーザは、所望のローミング国内で複数の好ましいサ
ービス・プロバイダを指定することができる。さらに、ネットワーク・エンティティ２０
１は、ＵＳＳＤ要求およびＩＶＲシステムを介するなど、異なるモードを介してそのよう
な要求を受信することができる。
【０１２２】
　ブロック４０４では、ＩＲの要求を、ローミング国内で副サービス・プロバイダを識別
するために、サービス・プロバイダ合意に基づいて認証することができる。一実施態様で
は、ユーザは、複数の好ましいサービス・プロバイダを指定した可能性がある。そのよう
なシナリオでは、合意が存在するサービス・プロバイダは、ローミング国内のユーザに関
する副プロバイダとして選択され得る。さらに、複数のサービス・プロバイダの間で合意
が存在する場合に、任意のサービス・プロバイダを、ランダムに選択することができる。
【０１２３】
　ブロック４０６では、副Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｔａｔｉｏｎ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ
　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｄｉｒｅｃｔｏｒｙ　Ｎｕｍｂｅｒ（ＭＳＩＳＤＮ）および副
Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｍｏｂｉｌｅ　Ｓｕｂｓｃｒｉｂｅｒ　Ｉｄｅｎｔｉｔｙ
（ＩＭＳＩ）番号を、副サービス・プロバイダによって共有されるＭＳＩＳＤＮおよびＩ
ＭＳＩのプールからユーザに割り振ることができる。一実施形態では、ＩＲを提供するこ
との合意を有するサービス・プロバイダが、お互いとＭＳＩＳＤＮおよびＩＭＳＩ番号を
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共有することができる。前記実施態様では、ＩＲに関して要求するユーザに、識別された
副サービス・プロバイダのプールから、副ＳＭＩＳＤＮおよび副ＩＭＳＩ番号を割り振る
ことができる。
【０１２４】
　ブロック４０８では、副ＭＳＩＳＮＤＮをユーザに供給することができる。さらに少な
くとも副サービス・プロバイダとＩＭＳＩマッピング・ノードとの間のマッピングｘと一
緒に主ＭＳＩＳＤＮＴＯ副ＭＳＩＳＤとの間で副ＭＳＩＳＤＮマッピングをユーザに提供
することとを含み、一実施態様では、割振りが行われたユーザの主ＩＭＳＩ番号が、副サ
ービス・プロバイダのＭＳＣ／ＶＬＲにも供給される可能性がある。共有されるプールか
らの副ＭＳＩＳＤＮおよび副ＭＩＳＩ番号が、両方の範囲内である副サービス・プロバイ
ダに関するＭＳＩＳＤＮおよびＩＭＳＩ番号が存在する副サービス・プロバイダに関連す
る可能性があることを理解されたい。
【０１２５】
　図４（ｂ）を参照すると、方法４４０を、Ｓ－ＭＳＣ／ＶＬＲ　１０６－２などの副サ
ービス・プロバイダのエンティティによって実施することができる。一実施態様では、ブ
ロック４４２で、位置更新メッセージをユーザから受信することができる。ユーザは、ロ
ーミング国内にあり、副ＭＳＩＳＤＮおよび副ＩＭＳＩ番号と一緒にＩＲを利用している
ものとすることができる。当業者は、ユーザによって送信された位置更新メッセージが、
ユーザによって利用されるＳＩＭカードに関連する主ＩＭＳＩ番号に基づくものとするこ
とができることを理解するはずである。
【０１２６】
　ブロック４４４では、ユーザが、位置更新メッセージ内で受信されたＩＭＳＩ番号に基
づいて、ＩＲを利用しているものとして識別される。一実施態様では、副サービス・プロ
バイダのＳ－ＭＳＣ／ＶＬＲ　１０６－２は、位置更新メッセージを受信することができ
、ＩＭＳＩ番号に基づいてＩＲを利用するユーザを識別することができる。
【０１２７】
　ブロック４４６では、受信された位置更新メッセージを、ＩＭＮに送信することができ
る。一実施態様では、位置更新メッセージは、そのＩＭＳＩ番号がＳ－ＭＳＣ／ＶＬＲ　
１０６－２を用いて使用可能であるユーザについてＩＭＮに送信される。上で説明したよ
うに、Ｓ－ＭＳＣ／ＶＬＲ　１０６－２は、ユーザが現在ラッチされている副サービス・
プロバイダと合意した異なるサービス・プロバイダから、そのようなＩＭＳＩ番号のリス
トを受信することができる。
【０１２８】
　図４（ｃ）を参照すると、方法４８０を、ＩＭＮ　１１２によって実施することができ
る。一実施態様では、ブロック４８２で、ＩＲを利用するユーザに関連する位置更新メッ
セージを受信することができる。位置更新メッセージは、ユーザによって利用されるＳＩ
Ｍに関連するユーザの主ＩＭＳＩ番号を含むことができる。
【０１２９】
　ブロック４８４では、最初に受信された位置更新メッセージに基づくダミー位置更新メ
ッセージを生成することができる。一実施態様では、ＩＭＮ　１１２は、ダミー位置更新
メッセージを生成することができ、ここでダミー位置更新メッセージは、ＩＭＮ　１１２
自体のアドレスとしてのＭＳＣ／ＶＬＲアドレスと一緒に副ＩＭＳＩ番号を含むことがで
きる。前に説明したように、ユーザの主ＩＭＳＩ番号に関連する副ＩＭＳＩ番号は、ユー
ザのデフォルト・サービス・プロバイダからＩＭＮによって受信される。
【０１３０】
　ブロック４８６では、最初に受信された位置更新メッセージを、ユーザに関連するデフ
ォルトＨＬＲに送信することができる。一実施態様では、ＩＭＮ　１１２は、ユーザの主
ＩＭＳＩ番号および主ＭＳＩＳＤＮに基づいてユーザに関連するデフォルトＨＬＲを識別
することができる。さらに、ダミー位置更新メッセージを、副ＩＭＳＩ番号および副ＭＳ
ＩＳＤＮに関連する副ＨＬＲに送信することができる。
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【０１３１】
　通信ネットワーク内でローミングしている間にユーザにモバイル接続性を提供する方法
およびシステムの実施形態を、構造的特徴および／または方法に固有の言葉で説明したが
、本発明が、必ずしも説明された特定の特徴または方法に限定されないことを理解された
い。そうではなく、特定の特徴および方法は、通信ネットワーク内でローミングしている
間にユーザに接続性を提供兎する例示的な実施形態として開示されたものである。

【図１】 【図２】
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【図３（ａ）】 【図３（ｂ）】

【図３（ｃ）】 【図４（ａ）】

【図４（ｂ）】



(32) JP 6001687 B2 2016.10.5

【図４（ｃ）】
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